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覚せい剤事犯受刑者の実態に関する研究  
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Ⅰ はじめに   

1 覚せい剤事犯者の最近の動向   

覚せい剤取締法違反は，矯正施設における被収容者の罪名のうち最も多いものの一つで  

ある。覚せい剤取締法違反で検挙された者の経年による推移を見ると，ここ数年間は減少  

傾向にあるものの，平成16年において12，220名となっており，依然として高い水準にある  

（法務総合研究所，2005）。   

また，矯正統計年報によれば，平成17年の新受刑者のうち，覚せい剤事犯受刑者は，総  

数の21．2％を占めており，女子受刑者に限ると，覚せい剤事犯者が新入所者総数の35．2％  

と高い比率を示している。平成17年末時点における全受刑者に占める覚せい剤事犯者の比  

率を見ても，男子では2割，女子では3割を超えている。   

加えて，最近における覚せい剤取締法違反者のうち，同法違反のみを繰り返して数回入  

所する受刑者が増加しており，その刑期も逐年長期化しており，こうしたことが，昨今の  

刑事施設における過剰収容の背景にあるとの指摘もなされている（小柳ら，2005）。違法  

薬物の使用が，粗暴犯等の他の犯罪のリスクを高めると指摘されていることも考え併せる  

と，刑事施設における薬物事犯者，特にその大半を占める覚せい剤事犯受刑者の治療と処  

遇は，社会的にも非常に重要な課題であるといえる。  

2 覚せい剤事犯者についての我が国の刑事政策上の取扱いの現状   

一概に，覚せい剤事犯者といっても，その実態は多様であり，乱用者に限らず，密造・  

不正取引者も含まれている。欧米ヤアジアの多くの国では，薬物事犯者を密売人などの供  

給側と，需要側である乱用者に二分して，前者には厳罰をもって対処し，後者には処遇や  
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治療を優先させるというアプローチが主流になりつつあるが，他方，日本においては，す  

べての形態の薬物事犯者が原則的に，犯罪者として刑事司法制度の中で処遇され，基本的  

に自己使用者も，販売者も，密輸にかかわった者も同様の処遇をされている（小柳  

ら，2005）。   

こうした処遇構造も背景にあり，我が国の刑事施設においては，薬物依存からの回復に  

向けた特別な働き掛けが必要である依存者と，密売人等の不正取引者とが混在しており，  

そもそも正確な自己使用者の割合も把握されていない。今後，覚せい剤事犯者の依存から  

の回復へ向けた働き掛けの在り方を検討する上でも，まずは，刑事施設における覚せい剤  

事犯受刑者のうち，違反態様の如何にかかわらず，自己使用者がどの程度の割合を占める  

かという点を正確に把握する必要があると考える。  

3 精神医学的見地からの覚せい剤事犯者の実態   

さらに，覚せい剤事犯者のうちの自己使用者の一群を対象としたとしても，その使用期  

間や頻度，使用形態は様々であり，これらの者のうち，どの程度の割合の者が精神医学的  

な指標に基づいて「依存」といえる段階にあるのか，また，その依存の重症度はどの程度  

かということに関して実態は不明な点が多い。   

薬物依存者の治療モデルを論じる際に，まずは，乱用，依存，中毒といった用語を整理  

する必要がある。   

和田（2004）によると，薬物乱用とは「社会規範から逸脱した目的や方法で，薬物を自  

己摂取すること」，薬物依存とは「乱用の繰り返しの結果として生じた慢性的な状態であ  

り，その薬物の使用をやめようと思っても，渇望に抗しきれずに自己コントロールできな  

くなった生物学的な状態」であり，また，薬物中毒は急性中毒と慢性中毒に大別され，そ  

のうち慢性中毒とは，幻覚妄想状態を主症状とする覚せい剤精神病のように「薬物依存に  

陥った人がさらに乱用を繰り返した結果として発生する」とされる。慢性中毒の場合，原  

因薬物の摂取を中止しても，いったん出現した症状は原則的には自然消過せず，時には進  

行性が増悪していくとされる。   

ここで，上述した薬物乱用という概念は，社会規範からの逸脱という尺度で評価した用  

語であり，あくまで行為に対する用語である。そこで，薬物乱用者には，①薬物依存に至  

っていない単なる薬物乱用者と，②薬物依存に基づいて薬物を乱用する薬物依存者と，③  

慢性中毒を呈しながら薬物乱用を続ける薬物中毒者がいることになる（和田，2003）。こ  

のうち，医学的処置により，薬物「中毒」からは回復し得るが，そのことが自動的に薬物  

「依存」でなくなることにはつながらず，依存の状態を放置しておくと結局は「中毒」に  

至ることから，依存症そのものの治療にどのように取り組むかが重要な課題になるといえ  

る。   

このように整理すると，刑事施設において薬物依存からの回復に向けた適切な介入を行  

うためには，まずは，覚せい剤事犯受刑者のうち，精神医学的指標に基づく薬物「依存」   
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に該当する者がどの程度いるのかという点に関して，客観的なデータを集積して検討を加  

える必要があると考える。  

4 刑事施設における薬物依存離脱指導の動向と本研究の位置づけ   

従来，刑事施設における薬物依存者の回復に向けた働き掛けは，一部の施設においては  

活発になされていたものの，人的・物的体制が整備されていなかったこともあり，その受  

講対象者も限られ，決して十分であったとはいえない。しかしながら，平成18年5月には，  

「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」（以下「新法」とする。）が施行され，刑事  

施設においては，薬物事犯者，取り分け，その大半を占める覚せい剤事犯受刑者に対して，  

依存からの回復の視点を取り入れた処遇の充実が求められている状況にある（名執，2006）。   

今後の刑事施設における薬物依存者への効果的な処遇の在り方を考える上で，まずは，  

覚せい剤事犯受刑者の実態について，種々の側面からデータを集積し，現状を的確に把握  

することが欠かせない。   

そこで，本研究では，覚せい剤取締法違反の罪名により懲役刑に処されて刑事施設に在  

所中の者を対象とし，その実態を調査し，今後の覚せい剤事犯受刑者への効果的な治療及  

び処遇の在り方を検討する上で参考となる基礎資料を得ることとする。   

Ⅱ 目的  

全国の刑事施設において覚せい剤取締法違反により受刑している者を対象として，違法  

薬物の使用頻度や期間，違法薬物使用に対する態度，依存の重症度の程度，性格傾向等を  

総合的に調査することを通じて，その実態を把握し，今後の覚せい剤事犯受刑者に対する  

治療及び処遇の在り方について検討する基礎資料を整備する。   

Ⅲ 方法   

1 調査対象者   

下記の調査期間に，全国の刑務所及び少年刑務所（医療刑務所は除く）に収容されてい  

る受刑者のうち，罪名のいずれかに「覚せい剤取締法違反」を含む者1，000名（男子500名，  

女子500名）を調査対象者とした。ただし，日本人と異なる処遇を必要とする外国人受刑  

者は調査対象者から除外した。   

調査対象施設は，全国の刑事施設27施設（男子受刑者を収容する施設20庁，女子受刑者  

を収容する施設7庁）であり，異なる規模の施設が混在するように選定した。   

各施設への調査票配布数は，当該施設の施設規模に応じて調整するとともに，対象者の  

調査時収容分類級について，犯罪傾向の進度が異なるA級系統とB級系統の受刑者注1）が同  

数になるよう配意した。ただし，A級系統及びB級系統のいずれも同一施設に収容してい   
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る女子施設においては，●各施設における調査対象者の選定時に，各々の系統に属する着か  

ら同数ずつ抽出するよう依頼した。   

こうした手続きを経た上で，各施設における具体的な調査対象者の選定に当たっては，  

系統抽出法の手続きに従うよう依頼した。  

2 調査期間   

平成17年10月1日から同年11月28日まで  

3 実施方法   

上記1の調査対象施設に対して，調査票を送付し，各施設において調査票を対象者に配  

布した。調査への協力は任意とし，調査票には，回答結果については統計的に処理するた  

めに，匿名性が確保される旨を記載した上で，無記名方式での回答を求めた。   

なお，調査票の詳細については，巻末の資料1を参照されたい。   

Ⅳ 調査内容   

1 基本属性   

調査対象者の基本的な属性について尋ねた項目であり，①性別，②年齢，③最終学歴，  

④婚姻歴，①居住状況，⑥経済的な生活水準について尋ねている。④ないし⑥については，  

いずれも本件による逮捕時の状況を回顧的に尋ねている。  

2 犯罪歴，非行歴等   

20歳末滴における保護観察歴，少年院入院歴，刑務所入所歴，薬物使用以外の事由によ  

る逮捕歴に加え，20歳以降の薬物使用以外の事由による逮捕歴，本件による入所を含めて  

の刑務所入所回数を尋ねている。また，前歴のほかに，調査対象者と暴力団とのかかわり  

についても尋ねている。  

3 本件態様   

本件の違反態様を把握するために，「輸出・輸入」，「所持」，「製造」，「譲渡」，「譲受」，  

「使用」の6項目から，該当する項目について複数選択を求めている。また，本件の動機  

に，覚せい剤の自己使用が含まれていたか否かについても尋ねている。  

4 違法薬物の自己使用歴，後遺症等   

違法薬物の使用経歴を把握するため，覚せい剤に限らず，他の違法薬物も含めて，自己  

使用体験（生涯体験・逮捕時までの直近1年間における体験）及び使用頻度について尋ね  

ている。そのほか，薬物使用による後遺症体験，治療プログラムの受講歴についても併せ   
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て尋ねている。   

5 精神医学的診断基準   

アメリカ精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル」（DSM－Ⅳ（APA，1994））  

では，違法薬物等の使用に係る物質使用障害（Substance Use Disorders）のうちに，物  

質依存（Substance Dependence）と物質乱用（Substance Abuse）という疾患単位を設  

けて規定している。   

本調査においては，調査対象者の薬物使用状況について，一定の基準によって客観的に  

把捉するために，精神科診断基準に沿って必要項目を聴取している。具体的には，DSM－  

Ⅳに準拠したSCID－Ⅰ軸精神科診断面接マニュアル（StruCtured ClinicalInterview for  

DSM－ⅣAxisIDisorders）注2）の高橋ら（2002）による日本語版を参考にし，「物質依存」  

と「物質乱用」の各々に該当する質問項目を調査対象者に尋ねている。   

本調査の対象である受刑者の場合，調査時点において既に一定期間身柄を拘束され，物  

理的に薬物を使用できない状況に置かれていることから，診断基準を適用するに当たって  

の対象期間は，本件による逮捕時を起算として1年前までとしている。   

なお，DSM－Ⅳにおける「物質依存」及び「物質乱用」の具体的な診断基準項目と調査  

票における質問項目との対応関係は，巻末の資料2及び3を参照されたい。  

6 物質使用障害スクリーニング尺度   

欧米では，薬物やアルコール使用に関する依存症評価尺度が多数開発され，臨床現場で  

用いられている。本調査で対象とする覚せい剤事犯受刑者の薬物使用の実態を把握するた  

めには，DSM－Ⅳの診断基準に沿った形式で，その実態を把捉するとともに，それとは別  

の客観的な指標を用いて，依存の程度や重症度のデータを集積し，比較検討を加える必要  

性があると考える。   

そこで，本研究では，物質依存に関する代表的なスクリーニングツールであるThe  

AdultSASSI－3注3）（TheSubstanceAbuseSubtleScreeningInventory；以下「SASSI」  

とする。）の下位尺度のうち，Face－Ⅴalid Other Drugs（以下「FVOD」とする。）を調  

査項目として採用した。   

FVODは，アルコールを除く他の違法薬物の使用について，対象者に直接的に尋ねる  

ものであり，違法薬物の使用と明らかに関連する特定の状況について，これまでどれほど  

頻繁に体験してきたかを尋ねる項目で構成されている。具体的には，薬物の使用動機，薬  

物探索行動，統制の喪失，治療歴等といった14項目について，それぞれ「決してない」か  

ら「繰り返しある」まで4件法で選択を求めるものである。   

なお，薬物乱用問題のチェックリストとしてよく利用される質問紙の中には，DAST－  

20（DrugAbuseScreeningTest－20；Skinner，1982）があるが，DAST－20の項目は，上  

述したSCID－Ⅰの質問項目により代替できる箇所が多いことから採用しなかった。   
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7 違法薬物使用に対する態度及び価値観   

薬物依存者は，しばしば，自らが薬物に依存していることを否認したり，自らの薬物使  

用がさしたる問題ではないと否認したりすることが多いとされる。そのため，薬物依存か  

らの回復の過程においては，依存者が自らの否認を認め，克服する土とが，重要な一歩と  

して位置付けられている。また，薬物乱用者に対する治療的介入の効果を最大限に発揮す  

るためには，対象者の動機付けを把握し，各段階にふさわしい治療的介入を行うことが望  

まれる。   

そこで，本研究では，まず，覚せい剤事犯受刑者が，自らの薬物使用に対してどのよう  

な認識を有しているか把握し，対象者の薬物使用に係る合理化や否認等を明らかにするた  

めに，薬物使用にまつわる9つの陳述を提示し，その各々について，「いつもそう思う」  

から「全くそう思わない」までの4件法での評定を求めている。  

8 薬物使用に近縁する種々の体験   

先行研究によって，多くの薬物依存者が，物質使用障害の他に摂食障害や自傷行為など  

の複数の噂癖的な行動障害を有していることが明らかにされている（松本ら，2001）。本研  

究では，薬物依存に関連していると示唆されている生育史上の出来事や，近縁する他の噂  

癖行為等について，その併存率を把握するために尋ねている。   

具体的には，①児童期における被虐得体験（身体的暴力・性的暴力・心理的暴力），②  

成人以後の配偶者や子供に対するドメスティック・バイオレンスの加害及び被害体験，③  

過食歴，④制御できない過量飲酒歴，①処方薬の多量摂取歴，①自傷行為歴，⑦自殺企図  

歴，⑧薬物使用以外の事由による精神科受診歴について尋ねている。  

9 性格傾向   

調査対象者の人格特性について把握するために，下仲ら（1999）によるNEO－PトR注4）  

日本語版の下位次元のうち，薬物乱用者及び依存者の特性と密接に関連すると考えられる  

下位次元の一部を抽出して尋ねている。すなわち，「神経症傾向」の下位尺度である「傷  

つきやすさ」，「外向性」の下位尺度である「刺激希求性」，「誠実性」の下位尺度である「コ  

ンピテンス」の3つ（計24項目）である。   

「傷つきやすさ」とは，対象者のストレス耐性について打診するものであり，得点の高  

い者は，困難な場面に直面した際に，自分自身でその状況を統制できるという感覚を持ち  

にくいとされる。薬物の再使用は，抑うつや怒り等の否定的な感情を体験した場合や，対  

人葛藤や社会的な圧力が強まった際に起こりやすいとされる。したがって，この尺度得点  

の高低は，ストレス状況に置かれた際の薬物再使用の危険性と関連があると考えられるこ  

とから，その関連性を検討するために尋ねている。   

次に，「刺激希求性」とは，外向性の次元に含まれるもので，高得点の者は，刺激的な   
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ものを切望し，派手な●色や騒がしい場所が好きであるとされる。犯罪者は概してその傾向  

が高いとされているが，こうした特性と薬物使用との関連性を検討するために尋ねている。   

最後に，「コンピテンス」とは「自分は有能で，分別があり，思慮深いという感覚」の  

ことを指し，自尊心や内的自己統制感と関連が深いとされる。薬物依存者は自尊感情や自  

己効力感が低いことが従来より指摘されているが，この点を吟味するために尋ねている。   

なお，各々の下位尺度を構成する質問項目と各尺度の特徴については，巻末の資料4を  

参照されたい。   

V 結果   

1 基本属性  

（1）性別・分類級・年齢  

表1は，有効回答者の属性を示したものである。  

有効回答者は，999名（男子499名，女子500名）であり，その平均年齢は，38．5歳   

である。分類級別に見ると，A級系統の者が499名（男子249名，女子250名），B級系   

統の者が500名（男子250名，女子250名）である（以下それぞれ「A級群」，「B級群」  

とする。）  

平均年齢は，A級群では34．8歳，B級群では42．1歳となっている。A級群に比して，   

B級群の方が，平均年齢が有意に高い結果となっている（t（993）＝11．72，ク＜．01）。  

表1性別・分類級による調査対象人員と平均年齢  

A級  B級  合計  

男子  249（35．1） 250（44．2） 499（39．6）  

女子  250（34．5） 250（40．0） 500（37．3）  

合計  499（34．8） 500（42．1） 999（38．5）  

注（）内は，平均年齢を示す。   

（2）最終学歴   

調査対象者の最終学歴について，性別及び分類級ごとに示したのが，表2である。   

全体では，「中学卒業」が7割強（75．1％）と大半を占める。ついで，「高校卒業」   

が17．1％，「各種専門学校卒業」が2．7％，「高専卒業」が1．4％，「大学卒業以上」が  

1．4％の順となっている。  

（3）就労状況   

本件逮捕時の就労状況については，全体としては，「不就労」の者が約4割   

（43．2％）と最も高率であるが，「ほぼ毎日就労」していたとする者も3割ほどいる  

（34．2％）。「たまに就労」していたとする者は，約2割（22．6％）である（表3）。   
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表2 性別・分矩級による最終学歴  

8  

区分  
その他合計  

8  1  249  

（3．2）（0．4）（100．0）   

3  3  250  

（1．2） （1．2）（100．0）  

166   62  3  9  

（66．7）（24．9）（1．2）（3．6）  
A級  

男 ．＿ 208  32  3   1  

（83．2）（12．8）（1．2）（0．4）  

374   94  6  10  11  4  499  

（74．9）（18．8）（1．2）（2．0）    （2．2）（0．8）（100．0）  

2  11   249  

（0．8） （4．4）（100．0）  

1  6  250  

（0．4） （2．4）（100．0）  

165   50  6  13  2  

（66．3）（20．1）（2．4）（5．2）（0，8）  

210   27  2  4  

（84．0）（10．8）（0．8）（1．6）  

375   77  8  17  3  17   499  

（75．2）（15．4）（1．6）（3．4）    （0．6）（3．4）（100．0）  

注（）内は，構成比を示す。  

表3 性別・分類級による逮捕時の就労状況  

区分  ほぼ毎日 たまに  不就労  合計  

61  249  

（24．5） （100．0）  

132  248  

（53．2） （100．0）  

128  60  

（51．4） （24．1）   

73  43  

（29．4） （17．3）  

201  103  193  497  

（40．4） （20．7） （38．8） （100．0）   

119  249  

（47．8） （100．0）  

118  250  

（47．2） （100．0）  

69  61  

（27．7） （24．5）   

71  61  

（28．4） （24．4）  

140  122  237  499  

（28．1） （24．4） （47．5） （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   

男女別でみると，男子の方が，「ほぼ毎日就労」していたと回答する者の比率が有  

意に高く，逆に，「不就労」と回答した者の比率については，女子の方が有意に高い  

（x2（2）＝17．02，p＜．01）注5）。   

次に，性別ごとに分類級の違いによる回答の差を見てみると，女子の場合，「不就  

労」とする者が，分類級の別によらずほぼ一定であり，回答比率に有意差は認められ  

ない（x2（2）＝．03，n．S．）。その一方で，男子の場合，「ほぼ毎日就労」していたとす  

る者が，A級群では約半数（51．4％）を占めているのに対し，B級群では，約3割  

（29．4％）と少なく，逆に，「不就労」とする者が半数を超える結果となっている（x2  

（2）＝43．97，ク＜．01）。   
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（4）経済的な生活水準   

逮捕当時の経済的な生活水準について，表4に示す。全体としては，「普通」とし   

た者が6割を超える（64．1％）。「富裕」が5．5％，「貧困」が16．8％である。1割強   

（13．5％）が「生活保護受給」と回答している。  

男女別で見ると，男子の方が，「普通」及び「貧困」と回答する者の比率が有意に   

高く，逆に，「生活保護受給」と回答した者の比率については，女子の方が有意に高   

いという結果が得られている（x2（3）＝33．13，ク＜．01）。  

表4 性別及び分類級による逮捕時の生活水準  

区分  富裕 普通  

貧困 生霊慧護 合計  

15  164  59  11  249  

（6．0） （65．9） （23．7） （4．4） （100．0）  

10  171  40  27  248  

（4．0） （69．0） （16．1） （10．9） （100．0）  

25  335  99  38  497  

（5．0） （67．4） （19．9） （7．6） （100．0）  

19  145  

（7，6） （58．2）  

11  156  

（4．5） （63．4）   

38  47  249  

（15．3） （18．9） （100．0）   

30  49  246  

（12．2） （19．9） （100．0）  

30  301  68  96  495  

（6．1） （60．8） （13．7） （19．4） （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   

（5）婚姻歴  

調査対象者の婚姻歴について，性別及び分類級ごとに表5に示す。  

表5 性別及び分類級による婚姻歴  

結婚歴あり  
区分  未婚   

離死別歴あり 離死別歴なし  

101  121  

（40．7）  （48．8）   

49  169  

（19．6）  （67．6）   

26  248  

（10．5）  （100．0）   

32  250  

（12．8）  （100．0）  

150  290  58  498  

（30．1）  （58．2）  （11．6）   （100．0）   

64  148  

（25．8）  （59．7）   

24  189  

（9．6）  （75．6）   

36  248  

（14．5）  （100．0）   

37  250  

（14．8）  （100．0）   

88  337  73  498  

（17．7）  （67．7）  （14．7）  （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   
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調査対象者のうち，未婚とした者は，男子の約3割（30．1％），女子の約2割   

（17．7％）である。結婚歴があると回答した者について，配偶者との離別，死別体験   

についても尋ねているが，男女ともに，離別もしくは死別歴があるとする者が，6～   

7割おり，高い比率を示している。  

（6）逮捕時の居住状況   

表6は，逮捕当時の居住状況について，複数選択可として尋ねた結果を，性別及び   

分類扱ごとにまとめたものである。  

表6 性別及び分類級による逮捕時の居住状況  

10  

区分  夫ないし妻  子ども  親  その他  一人暮らし  

29  60  

（11．6）   （24．1）   

25  61  

（氾1）   （24．7）  

43  89  

（17．3）   （35．7）   

37  53  

（15．0）   （21．5）  

87  

（34．9）  
A級  

男  116  

（47．0）  子  

203  80  142  54  121  

（40．9）   （16．1）   （28．6）   （10．9）   （24．4）   

28  43  

（11．3）   （17．4）   

26  43  

（10．6）   （17．6）  

91  60  

（36．8）   （24．3）   

76  41  

（31．0）   （16．7）  

98  

（39．7）  

115  

（46．9）  

213  167  101  54  86  

（43．3）   （33．9）   （20．5）   （11．0）   （17．5）  

注1（）内は，有効回答者に占める選択比率を示す。  

2「夫ないし妾」には同棲相手，「子ども」には連れ子も含む。   

全体として，「夫ないし妾（同棲相手を含む）」とした者が約4割（42．1％）を占め  

ており，最も比率が高く，男女別に見てもほぼ同程度の比率を示している。女子で，  

「子供」とした者が，33．9％と高い一方，男子では，「一人暮らし」とする者が24．4％，  

「親」とする者が28．6％と，女子に比べて高いことが特徴的である。  

2 前歴，反社会集団との関係及び本件態様  

（1）刑務所入所回数  

本件による入所を含む刑務所入所回数を，男女別及び分類級別にまとめたのが，表  

7である。  

本件による入所を含む刑務所入所回数を男女別に見てみると，男女ともに初入者が   

最も多く，約半数を占めている（男子56．3％，女子50．4％）。これは，A級群とB級   

群が同数になるよう標本抽出を依頼していることによる。男子については，1回から   

11回まで該当者がおり，女子については，1回から9回まで該当者がいる。最も入所   

回数が多かったのは11回の男子2名である。  

（2）前歴  

対象者の前歴について把握するために，20歳末滴における保護観察歴，少年院入院   



覚せい剤事犯受刑者の実態に関する研究  

表7 性別及び分類級による刑務所入所回数  

11  

区分 1   2   3   4  5   6   7   8   9 10 11 合計   
A級 240  8  248  

男 （96．8）（3．2）  （100．0）  

子B級 40  54  43  27  28 18 16 13  5  3   2  249  

（16．1）（21．7）（17．3）（10．8）（11．2）（7．2）（6．4）（5．2）（2．0）（1．2）（0．8）（100．0）  

合計 280   62  43  27  28 18 16 13  5   3   2  497   

（56．3）（12．5）（8．7）（5．4）（5．6）（3．6）（3．2）（2．6）（1．0）（0．6）（0．4）（100．0）   

A級 242  5   1  

女 （97．6）（2．0）（0．4）  
子B級 8 124 42  30 18 12  8   4  2  

（3．2）（50．0）（16．9）（12．1）（7．3）（4．8）（3．2）（1．6）（0．8）   

248  

（100．0）   

248  

（100．0）  

合計 250 129  43  30 18 12  8   4  2  49696 

（50．4）（26．0）（8，7）（6．0）（3．6）（2．4）（1．6）（0．8）（0．4）  （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。  

歴，刑務所入所歴を尋ねたほか，薬物使用以外の事由による逮捕歴についても併せて   

尋ねている。   

その結果を，男女別にまとめたのが，表8である。   

まず，20歳未満の少年時の前歴については，保護観察歴があるとする者が，およそ   

4剖（40．3％），少年院歴があるとする者が，2割弱（18．8％），刑務所入所歴がある   

とする者が，2分弱（1．6％）という結果が得られている。20歳未満の保護観察歴に   

ついては，女子に比して，男子の方が，有意に高い比率で該当しているが，他では有   

意な連関は認められなかった。   

また，少年時に，薬物使用以外の事由による逮捕歴があるか否か尋ねたところ，全  

体としては，調査対象者の半数以上にその前歴が認められた。ただし，女子では約4  

剖（42．8％）であるのに対し，男子では7割近く（68．1％）と性別による体験率の差  

が大きい。内訳を見ても，「道路交通法以外の逮捕歴」と「道路交通法のみの逮捕歴」   

のいずれにおいても，女子に比べて男子の方が該当している者の比率が有意に高い結   

果となっている。   

同様に，成人以降の薬物使用以外の事由による逮捕歴の有無について尋ねたところ，  

男子の約8割（77．6％），女子の約4割（44．9％）が，薬物使用以外の事由による逮  

捕歴があると回答しており，先に示した少年時の逮捕歴の設問と同様に有意な連関が  

認められる。残差分析の結果，「道路交通法以外の逮捕歴」について，男子（57．7％）   

の方が，女子（28．9％）よりも有意に高い比率で該当している。   
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表8 性別による前歴の該当比率  

12  

合計  検定結果  前歴の種類  
男子  女子  

229  172   401  

（46．0）（34．5）（40．3）  

269  326  595 ズ2（1）＝13．56＊＊  

（54．0）（65．5）（59．7）  

保護観察歴  

（20歳未満）  

合計  498  498  996  

99  88   187  

（19．9）（17．7）（18．8）  

398  408  806  ズ2（1）＝．77  

（80．1）（82．3）（81．2）  

少年院入院歴  

（20歳未満）  

合計  497  496  993  

10  6  16  

（2．0）（1．2） （1．6）  

481 490  971 ズ2（1）＝1．05  

（98．0）（98．8）（98．4）  

刑務所入所歴  

（20歳末滴）  

合計  491  496  987  

あり  244  149  393  

（道交以外）（50．2）（30．8）（40．5）  

薬物以外逮捕歴  あり  87  58  145  

（20歳未満）（通交のみ）（17．9）（12．0）（14．9）ズ2（2）＝63．21＊＊  

155   277   432  

（31．9）（57．2）（44．5）  
なし  

合計  486  484  970  

あり  281 139  420  

（道交以外）（57．7）（28．9）（43．4）  

薬物以外逮捕歴  あり  97  77  174  

（20歳以上）（道交のみ）（19．9）（16．0）（18．0）ズ2（2）＝115．34＊＊  

109   265   374  

（22．4）（55．1）（38．6）  
なし  

合計  487  481  968  

注1（）内は，構成比を示す。  

2 ＊＊p＜．01  

（3）暴力団とのかかわり   

対象者と暴力団との関係性について把握するために，対象者の逮捕当時の暴力団と   

のかかわりについて尋ねている。   

具体的には，暴力団の幹部，構成員もしくは準構成員であるか否かという点に加え   

て，自らが暴力団貞でない場合，家族や親しい間柄の人間に暴力団関係者がいたか否   

かも併せて尋ねていろ。これらの結果を，男女別にまとめたのが，表9である。   

集団内での位置づけを問わず，暴力団貞であったと回答した者は，男子の16．1％，   

女子の4．3％であった云他方，自分自身は暴力団貞ではないが，家族以外の親しい人   
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に暴力団関係者がいたと回答した者が，男子の約4割（42．8％），女子の約6割  

（60．6％）を占めており，いずれも最も高い比率を示している。   

なお，暴力団とのかかわりはないとする者は，男子では約4割（38．5％），女子で  

は約3割（27．2％）であった。  

表9 性別及び分類級による暴力団とのかかわり  

区分   幹部 霊詣 家族  知人  軋  

11  8  112  119  

（4．5）  （3．3） （45．7） （48．6）   

37  31  7  98  70  

（15．0） （12．6） （2．8） （39．8） （28．5）  

37  42  15  210  189  

（7．5）  （8．6）  （3．1） （42．8） （38．5）   

3  2  34  153  63  

（1．3）  （0．8） （14．3） （64．3） （26．5）  

12  3  35  128  63  

（5．3）  （1．3） （15．5） （56，6） （27．9）  

15  5  69  281  126  

（3．2）  （1．1） （14．9） （60．6） （27．2）  

注1（）内は，各性別の分類級の有効回答者に占める選択比率を示す。  

2 家族と知人の項目に関しては重複選択あり  

（4）本件態様   

本件態様について，6項目の中から複数選択で回答を求めている。全体としては，   

使用（91．7％），所持（45．2％），譲受（21．7％），譲渡（14．0％），輸出入（1．2％），   

製造（0．3％）の順に比率が高い。  

この結果を性別及び分類級ごとにまとめたのが，表10である。女子で「所持」，「譲  

表10 性別及び分類級による本件態様  

区分  使用  所持   製造  譲渡  譲受  輸出入  

229  137  1  36  61  5  

（92．0） （55．0） （0．4） （14．5） （24．5） （2．0）  

217  122  1  51  48  4  

（86．8） （48．8） （0．4） （20．4） （19．2） （1．6）  

446  259  2  87  109  9  

（89．4） （51．9） （0．4） （17．4） （21．8） （1．8）  

231  95  1  19  56  2  

（92．4） （38．0） （0．4）  （7．6） （22．4） （0．8）  

233  94  33  50  1  

（93．2） （37．6）  （13．2） （20．0） （0．4）  

464  189  1  52  106  3  

（92．8） （37．8） （0．2） （10．4） （21．2） （0．6）  

注（）内は，各行の有効回答者に占める選択比率を示す。   
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渡」の選択率が相対的に低く，男女ともに，A級群よりもB級群の方が「譲渡」が多  

いといった特徴が認められる。  

14  

3 違法薬物使用状況  

（1）使用度（生涯経験）  

違法薬物の使用歴について，複数選択で回答を求めたところ，覚せい剤（98．4％），   

有機溶剤（59．2％），大麻（45．2％），麻薬（24．8％）の順となっている（表11）。  

表11性別及び分類級による違法薬物の種類と使用経験（生涯）  

区分  覚せい剤 有機溶剤  大麻   麻薬  未使用  

242  150  117  70  5  

（97．2） （60．2） （47．0） （28．1） （2．0）  

236  137  87  43  4  

（94．4） （54．8） （34．8） （17．2） （1．6）  

478  287  204  113  9  

（95．8） （57．5） （40．9） （22．6） （1．8）  

246  149  127  74  3  

（98．4） （59．6） （50．8） （29，6） （1．2）  

247  148  115  58  0  

（98．8） （59．2） （46．0） （23．2） （0．0）  

493  297  242  132  3  

（98．6） （59．4） （48．4） （26．4） （0．6）  

注（）内は，各行の有効回答者に占める選択比率を示す。   

女子で大麻の使用経験率が若干高いほかは，男女に大きな差は認められない。また，   

いずれの薬物も使用経験がないとした者（1．2％）も若干存在するが，使用経験がな   

いとした者は，本件態様が，輸出入，製造等のみの者となっている。  

（2）使用歴（直近1年間）   

表11は，これまでに1回でも乱用経験があると答えた者の割合を示すいわゆる生涯   

経験率を指すが，直近の使用体験について把接するために，逮捕前1年間に限定した   

違法薬物使用歴についても尋ねた。その結果，覚せい剤（97．1％），大麻（26．7％），   

麻薬（17．6％），有機溶剤（6．9％），未使用（2．4％）の順となっている（表12）。   

男女ともに，ほぼ同様の回答傾向を示しており，生涯経験率の値と比較すると，有   

機溶剤の使用率が極端に低下していることが特徴的である。  

（3）使用頻度  

違法薬物の使用頻度を検討するため，「1か月に10回をこえて，薬物を使ったこと   

がありましたか。」と尋ねている。その結果を，性別及び分類級の別によってまとめ   

たのが，表13である。   

全体では，7割以上の者が，該当すると回答している。男子よりも女子の方が，1   
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表12 性別及び分類級による違法薬物の種類と使用経験（逮捕前1年）  

区分  覚せい剤 有機溶剤  大麻   麻薬  未使用  

15  

231  12  

（94．7） （4．9）  

224  11  

（91．4） （4．5）   

75  52  8  

（30．7） （21．3） （3－3）   

53  32  10  

（21．6） （13．1） （4．1）  

455  23  128  84  18  

（93．0） （4，7） （26．2） （17．2） （3．7）  

241  27  

（97．6） （10．9）  

246  17  

（98．4） （6．8）   

71  47  3  

（28．7） （19．0） （1．2）   

60  40  2  

（24．0） （16．0） （0．8）  

487  44  131  87  5  

（98．0） （8．9） （26．4） （17．5） （1．0）  

注（）内は，各行の有効回答者数に占める選択率を示す。   

か月に10回をこえて薬物を使用したことがあるとする者の比率が有意に高い（x2（1）  

＝5．26，ク＜．05）が，その一方で，分類級の別による回答比率の差は認められなかっ  

た（x2（1）＝1．28，n．S．）。  

表13 性別及び分類級による違法薬物使用頻度（1月に10回以上）  

区分  はい  いいえ  合計  

172  62  234  

（73．5） （26．5） （100．0）  

164  65  229  

（71．6） （28．4） （100．0）  

336  127  463  

（72．6） （27．4） （100．0）  

198  46  244  

（81．1） （18．9） （100．0）  

188  57  245  

（76．7） （23．3） （100．0）  

386  103  489  

（78．9） （21．1） （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   

（4）多剤乱用体験   

「よい気分になれさえすれば，どんな薬物でもかまわないと思って，同時にいくつ   

かの薬物を使った時期がありましたか。」という設問に対する回答を，性別及び分類   

級の別によってまとめたのが表14である。   

全体の3割を超える者（35．4％）が，複数の薬物を同時期に使用していたと回答し   

ている。   

性別による回答比率の差を見たところ，男子に比して，女子の方が有意に高い比率   
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表14●性別及び分類級による複数の薬物の同時期使用  

区分  はい  いいえ  合計   

16  

90  144  234  

（38．5） （61．5） （100．0）   

54  174  228  

（23．7） （76．3） （100．0）  

144  318  462  

（31．2） （68．8） （100．0）   

96  146  242  

（39．7） （60．3） （100．0）   

96  149  245  

（39．2） （60．8） （100．0）  

192  295  487  

（39．4） （60．6） （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   

で該当すると回答している（x2（1）＝7．06，ク＜．01）。分類級も併せて検討すると，男  

子において，B級群（23．7％）に比してA級群（38．5％）の方が有意に該当する者  

が多い（x2（1）＝11．75，ク＜．01）が，女子では，分類級による比率差は認められなか  

った（x2（1）＝．01，n．S．）。   

また，覚せい剤のみを使用している者と，他の違法薬物の使用度もある者の2群に  

分け，性別及び分類級ごとにまとめた結果を表15に示す。この結果を見ると，男女と  

もに約7剖の者が，覚せい剤以外の薬物を使用した体験があることが分かる。  

表15 性別及び分類級による多剤乱用体験  

区分  単独   多剤  合計   

55  187  242  

（22．7） （77．3） （100．0）   

75  161  236  

（31．8） （68．2） （100．0）  

130  348  478  

（27．2） （72．8） （100．0）   

65  181  246  

（26．4） （73．6） （100．0）   

75  172  247  

（30．4） （69．6） （100．0）  

140  353  493  

（28．4） （71．6） （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   

（5）後遺症体験の種類  

覚せい剤使用に伴う心身への影響を把握するために，「薬物を使いはじめる前に比   

べて，自分が変わったと感じることがありますか。」として，8つの選択肢から複数   
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選択可で回答を求めている。その結果を，性別及び分類級ごとにまとめたのが，表16  

である。   

全体としては，①「不安を感じやすくなった」（不安）（49．6％），②「疑いやすく  

なった」（猫疑心）（49．2％），③「いらいらしやすくなった」（苛立ち）（47．1％），④  

「落ち着きがなく，軽はずみになった」（抑制欠如）（46．3％），①「気分がころころ  

変わるようになった」（気分易変）（34．2％），⑥「やる気がおきなくなった」（無気力）  

（30．3％），⑦「気分が暗くなった」（抑うつ）（20．9％）の順に該当比率が高い。い  

ずれの項目にも該当しないとした者も1割強（14．1％）存在する。   

性別による後遺症体験の違いについて見ると，該当比率が高い順に，男子では，①  

猫疑心，①苛立ち，④抑制欠如，女子では，①不安，②苛立ち，③抑制欠如となって  

おり，若干傾向が異なる。   

同様の設問について，男女別に，各々の体験に該当する者の比率を比べると，「不  

安」（x2（1）＝25．43，ク＜．01），「抑うつ」（x2（1）＝10．43，ク＜．01），「気分易変」（x2（1）  

＝8．46，p＜．01）の各項目において，男子に比して，女子の方が有意に選択率が高い。  

一方，「特になし」については，男子の方が有意に選択率が高い（x2（1）＝4．08，ク＜．05）。   

さらに，男女別に，分類級による回答傾向の差異を見たところ，男子において「抑  

制欠如」（x2（1）＝7．63，ク＜．01）及び「気分易変」（x2（1）＝5．94，ク＜．05）が，A級群  

よりもB級群の方で有意に選択率が高いほかは，有意な連関は認められなかった。  

表16 性別及び分類級による覚せい剤使用による後遺症体験  

区分  不安  猫疑心 苛立ち 抑制欠如 気分易変 無気力 抑うつ 特になし   

88  112  

（36．1） （45．9）  

108  122  

（43．9） （49．6）  

101  87  

（41．4） （35．7）  

109  118  

（44．3） （48．0）   

58  67  

（23．8） （27．5）   

83  65  

（33．7） （26．4）   

35  44  

（14．3） （18．0）   

44  34  

（17．9） （13．8）  

196  234  210  205  141  132  79  78  

（40．0） （47．8） （42．9） （41．8） （28．8） （26．9） （16．1） （15．9）  

148  117  

（59．9） （47．4）  

130  119  

（52．2） （47．8）  

124  113  

（50．2） （45．7）  

116  125  

（46．6） （50．2）   

91  80  

（36．8） （32．4）   

95  78  

（38．2） （31．3）   

67  27  

（27．1） （10．9）   

54  30  

（21．7） （12．0）  

278  236  240  238  186  158  121  57  

（56．0） （47．6） （48．4） （48．0） （37．5） （31．9） （24．4） （11．5）  

注（）内は，各行の有効回答者に占める選択比率を示す。  

（6）後遺症体験の数  

次に，これらの後遺症体験の該当数についてまとめたのが表17である。   
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表17 性別及び分類級による後遺症体験の数  

区分  1  2  3  4  5  6  7  合計   

46  50  41  28  15  6  8  194  

（23．7）（25．8）（21．1）（14．4）（7．7）（3．1）（4．1）（100．0）   

45  39  40  31   13  9  20  197  

（22．8）（19．8）（20．3）（15．7）（6．6）（4．6）（10．2）（100．0）   

91  89  81  59  28  15  28   391  

（23．3）（22．8）（20．7）（15．1）（7．2）（3．8）（7．2）（100．0）   

37  37  45  32  25  15  21  212  

（17．5）（17．5）（21．2）（15．1）（11．8）（7．1）（9．9）（100．0）   

34  43  47  31  26  11   18   210  

（16．2）（20．5）（22．4）（14．8）（12．4）（5．2）（8．6）（100．0）   

71  80  92  63  51  26  39   422  

（16．8）（19．0）（21．8）（14．9）（12．1）（6．2）（9．2）（100．0）  

注（）内は，構成比を示す。  

後遺症体験の数の平均値は，男子で2．46，女子で2．93となっている。この後遺症体   

験数について，性別と分類級の2要因の分散分析を実施した結果，性別の主効果のみ   

が有意であった（F（1，967）＝13．03，ク＜．01）。すなわち，後遺症体験の数につい   

て，女子の方が，男子よりも有意に多いと回答しており，女子の方が，何らかの症状   

を自覚している者の比率が高いといえる。  

（7）幻覚   

「薬物をやめてしばらくしても，幻覚になやまされたことがありましたか。」とい   

う設問に対する回答を，性別及び分類級の別によってまとめたのが表18である。  

その結果，全体で16．8％が，薬物使用中止後の幻覚体験を報告している。男女別で   

は，女子の該当比率が，男子に比して有意に高い（x2（1）＝8．60，p＜．01）が，分類級  

表18 性別及び分類級による幻覚体験  

区分  はい  いいえ  合計   

29  214  243  

（11．9） （88．1） （100．0）   

35  206  241  

（14．5） （85．5） （100．0）   

64  420  484  

（13．2） （86．8） （100．0）   

50  195  245  

（20．4） （79．6） （100．0）   

49  195  244  

（20．1） （79．9） （100．0）   

99  390  489  

（20．2） （79．8） （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   
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の別による回答比率の差は認められなかった（x21（1）＝．22，n．S．）。  

（8）薬物使用に係る治療プログラムの受講歴   

薬物使用に係る治療プログラムの受講歴について尋ねたところ，「受けたことがな   

い」とする者が全体の7割を超えており（74．0％），大半を占めている（表19）。  

表19 性別及び分類級による薬物使用に係る治療プログラム受講の有無  

区分  なし   1，2度あり  数回あり  繰り返しあり  合計  

201  

（82．7）  

181  

（75．4）   

30  10  

（12．3）  （4．1）   

39  16  

（16．3）  （6．7）   

2  243  

（0．8）  （100．0）   

4  240  

（1．7）  （100．0）  

382  69  26  6  483  

（79．1）  （14．3）  （5．4）  （1．2）  （100．0）  

180  

（74．1）  

157  

（64．1）   

43  13  

（17．7）  （5．3）   

55  27  

（22．4）  （11．0）   

7  243  

（2．9）  （100．0）   

6  245  

（2．4）  （100．0）  

337  98  40  13  488  

（69．1）  （20．1）  （8．2）  （2．7）  （100．0）   

注（）内は，各行の有効回答者に占める選択率を示す。  

過去に一度でも，薬物使用についての何らかの治療プログラムを受けたことがある   

とする者は，2割強（26．0％）である。その内訳は，「1，2度ある」とした者が17．2％，   

「数回ある」とした者が6．8％，「繰り返しある」とした者が2．0％となっている。  

上述した設問において，薬物使用についての治療プログラムを受けたことがあると   

した者に対しては，治療を受けた場所を複数選択で尋ねており，その結果を，性別及   

び分類級別にまとめたのが表20である。   

総数では，矯正施設（47．2％）の選択比率が最も高く，次いで病院への通院（36．9％），   

病院への入院（34．1％）の順となっている。ダルク等の自助グループを挙げた者も1   

割強（13．5％）存在する。  

（9）薬物からの離脱の努力   

「薬物を本気でやめようと思って，なんらかの努力をしたことがありましたか。」   

という設問に対する回答を，性別及び分類級の別によってまとめたのが表21である。   

全体では，7割以上の者（74．5％）が，薬物から離脱するために何らかの努力をし   

たことがあると回答している。   

性別及び分類級の別で見ると，男女ともに一貫してB級群の方が該当するとした   

者の比率が高く，双方ともに8割を超える結果となっている（男子：x2（1）＝18．94，p   

＜．01，女子：x2（1）＝10．76，ク＜．01）。   
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表20● 性別及び分類級による薬物使用に係る治療機関  

20  

区分 矯正施設 福祉施設その他  
（），グプ寮  

14  8  1  2  

（33．3） （19．0） （2．4）  （4．8）  

17  6  3  

（28．8） （10．2） （5．1）   

18  14  

（42．9） （33．3）   

33  17  

（55．9） （28．8）  

51  31  31  14  4  2  

（50．5） （30．7） （30．7） （13．9） （4．0）  （2．0）  

21  13  8  7  2  

（33．3） （20．6） （12．7） （11．1） （3．2）   

34  7  12  6  1  

（38．6） （8．0） （13．6） （6，8）  （1．1）   

15  34  

（23．8） （54．0）   

53  28  

（60．2） （31．8）  

68  62  55  20  20  13  3  

（45．0） （41．1） （36．4） （13．2） （13．2） （8．6）  （2．0）  

注（）内は，各行の有効回答者に占める選択率を示す。  

表21性別及び分類級による薬物使用からの離脱努力  

区分  はい  いいえ  合計  

154  88  242  

（63．6） （36．4） （100．0）  

196  45  241  

（81．3） （18．7） （100．0）  

350  133  483  

（72．5） （27．5） （100．0）  

172  73  245  

（27．5） （100．0） （70．2）  

202  42  244  

（29．8） （100．0） （82．8）  

374  115  489  

（17．2） （100．0） （76．5）  

注（）内は，構成比を示す。  

（10）薬物再使用体験   

「薬物をやめる決意をして，しばらくは使わないでいられたのに，ふとしたことで，   

またはじめてしまったという経験がありましたか。」という設問に対する回答を，性   

別及び分類級の別によってまとめたのが，表22である。   

男女ともに約9剖（男子88．8％，女子93．5％）の者が，薬物使用を一定期間やめて   

いた時期があるにもかかわらず再使用したという体験を報告している。特に，男子に   

おいては，A級群に比して，B級群の方が，そうした体験があると回答した者の比率   

が高い（x2（1）＝9．78，p＜．01）。   
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表22 性別及び分類級による薬物再使用体験  

21  

区分  はい  いいえ  合計  

205  38  243  

（84．4） （15．6） （100．0）  

224  16  240  

（93．3） （6．7） （100．0）  

429  54  483  

（88．8） （11．2） （100．0）  

227  18  245  

（92．7） （7．3） （100．0）  

231  14  245  

（94．3） （5．7） （100．0）  

458  32  490  

（93．5） （6－5） （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。  

4 精神科診断基準から見た薬物使用状況  

（1）「物質依存」診断基準への該当比率  

DSM－Ⅳにおける「物質依存」の診断基準に該当すると判断される者（7項目中3   

項目以上）は，自己使用者の約9割（88．3％）を占めている。  

この結果を，性別及び分類級の観点からまとめたのが表23であり，性別及び分類級   

のいずれの観点からも，該当者の比率に有意差は認められない（性別：x2（1）＝．19，n．   

s．，分類級：x2（1）＝．38，n．S．）。  

表23 性別及び分類級による「物質依存」診断基準該当者数  

男子  女子  

A級  B級  A級  B級  

201  202   403   217   215   432  

（86．3）（89．4）（87．8）（88．9）（88．5）（88．7）   

32  24  56  27  28  55  

（13．7）（10．6）（12．2）（11．1）（11．5）（11．3）  

注（）内は，構成比を示す。  

（2）「物質依存」診断基準の項目該当数   

全部で7項目ある「物質依存」の診断基準のうち，何項目に該当したか，その分布   

を示したのが表24である。  

最頻値は7項目の診断基準いずれにも該当する者であり，全体の約3割（32．7％）   

を占める。順に，6項目，5項目，4項目，3項目というように，診断基準項目数が   

多いカテゴリほど該当する人数が多いという結果が得られている。  

さらに，この結果を，性別及び分類級の別によりまとめたのが表25である。   
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表24「物質依存」診断基準項目讃当数  

22  

該当項目数  

0  1  2  3  4  5  6  7   

人数   29  29  53   74  108 147 197  309  946   

比寧   3・1 3暮1 5・6  7・8 11・4 15・5 20・832・7 100・0  
累積比率 3．1  6．1 11．7 19．6  31．0  46．5  67．3 100．0  

表25 性別及び分類級による「物質依存」診断基準項目該当数  

区分  0   1   2  3  4  5  6  7  合計  

10  12  10   18  39  39  37  68   233  

（4．3）（5．2）（4．3）（7．7）（16．7）（16．7）（15．9）（29．2）（100．0）  

7  5  12   16  22  41   45  78   226  

（3．1）（2．2）（5．3）（7．1）（9．7）（18．1）（19．9）（34．5）（100．0）  

17   17  22  34  61   80  82  146  459  

（3．7）（3．7）（4．8）（7．4）（13．3）（17．4）（17．9）（31．8）（100．0）  

7  7  13  20  24  27  66  80   244  

（2．9）（2．9）（5．3）（8．2）（9．8）（11．1）（27．0）（32．8）（100．0）  

5  5  18  20  23  40  49  83   243  

（2．1）（2．1）（7．4）（8．2）（9．5）（16．5）（20．2）（34．2）（100．0）  

12   12  31   40  47  67  115  163  487  

（2．5）（2．5）（6．4）（8．2）（9．7）（13．8）（23．6）（33．5）（100．0）  

注（）内は，構成比を示す。  

性別及び分類級の別で「物質依存」の診断基準項目の該当数に違いがあるか否かを   

検討したところ，いずれも該当数に有意な比率差は認められなかった（性別：x2（7）   

＝12．35，n．S．，分類級：x2（7）＝10．06，n．S．）。  

（3）「物質依存」診断基準の項目別詳細   

「物質依存」の各診断基準に相当する質問項目について，それぞれの項目に該当す   

ると回答した者の比率を男女別に示したのが表26である。   

「物質依存」の診断基準に該当する者については，男女ともほぼ同数程度であった   

が，各々の診断基準項目への該当比率を見ると，男女間で若干の差異が認められる。   

具体的には，「多くの時間がかかっても自己使用のための薬物を手に入れようとし   

た上とがありましたか。」という項目について，女子よりも男子の方が，有意に高い   

比率で該当すると回答している（x2（1）＝7．23，ク＜．01）。他方，「薬物を使わないと気   

分が悪くなったり，身体がだるくなったりするので，それを避けるために薬物を使う   

ことがよくありましたか。」（x2（1）＝7．55，ク＜．01），「薬物を使う量を減らしたり使う   

のを止めたりしたところ，気分が悪くなったり，身体がだるくなったりしたという経   

験がありましたか。」（x2（1）＝4．17，ク＜．05），「薬物を使っているために気分や身体が   

悪くなっているのに気づきながらも，薬物を続けていましたか。」（x2（1）＝9．57，ク   

＜．01）という3つの項目においては，逆に，男子に比して女子の方が有意に高い比   
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表26 性別による「物質依存」診断基準項目別選択比率  

23  

質問項目  男子  女子  合計  

1いい気分になるためには，はじめて使い出したころよりもずっと   

多くの薬物を必要とするようになったことに気づきましたか。  
82．3   78．2   80．2  

2 薬物を使う量を減らしたり使うのを止めたりしたところ，気分が   
悪くなったり，身体がだるくなったりしたという経験がありまし 70，1 76．0＊  73．1   

たか。  

薬物を使わないと気分が悪くなったり，身体がだるくなったりす  

るので，それを避けるために薬物を使うことがよくありましたか。  
62．5  70．9＊＊  66．8  

3 薬物を使いはじめたら，はじめ考えていたよりも，ずっと多く，   

あるいはずっと長い時間使ってしまったということがありました 81．9  86．4  84．2   

か。  

4 薬物を使うのを減らしたり止めたりしようとしたのに，うまくい   
かなかったということがありましたか。  

72．2  77．4  74．9  

5 多くの時間がかかっても自己使用のための薬物を手に入れようと   

したことがありましたか。  
69．3＊＊  61．0  65．1  

薬物を使ってから普通の状態に戻るまでに長い時間がかかること  

がありましたか。  
51．4  50．2  50．8  

6 仕事や趣味をしたり，家族や友人といっしょに過ごしたりするよ   

りも，薬物を使うことにとらわれていましたか。  
49．5  54．3  51．9  

7 薬物を使っているために気分や身体が悪くなっているのに気づき   

ながらも，薬物を続けていましたか。  
61．0  70．6＊率  65．9  

注 各項目別の選択比率を示す。＊＊は1％水準で，＊は5％水準で有意に該当比率が高いことを示す。  

率を示している。   

（4）「物質乱用」診断基準への該当比率   

覚せい剤自己使用者のうち，「物質依存」の診断基準に該当する者を除外した上注6）   

で，性別及び分類級ごとに，どの程度の割合の者が「物質乱用」の診断基準に該当す   

るかを調べた。   

その結果，物質乱用の診断基準に合致すると判断される者は，覚せい剤自己使用者   

から「物質依存」の診断基準に該当する者を除いたうちの約7割（67．6％）を占めて   

いる。男女別，分類級別にその内訳を示したのが表27である。  

表27 性別及び分類級による「物質乱用」診断基準該当者数  

男子  ，土，  女子  

A級  B級   
…－   

A級  B級   

27  17  44  14  17  31  

（84．4）（70．8）（78．6）（51．9）（60．7）（56．4）   

5  7  12  13  11  24  

（15．6）（29．2）（21．4）（48．1）（39．3）（43．6）  

注1「物質依存」診断基準該当者は除く   

2 （）内は，構成比を示す。   



中央研究所紀要 第16号  

女子よりも男子の方が該当する者の比率が有意に高い（x2（1）＝6．24，ク＜．05）が，   

分類級の別による有意差は認められなかった（x2（1）＝．21，n．S．）。  

（5）「物質乱用」診断基準の項目該当数   

次に，全部で4項目ある「物質乱用」の診断基準のうち，何項目に該当したか，そ   

の分布を示したのが表28である。  

表28「物質乱用」診断基準項目該当数  

24  

該当項目数  

0  1  2  3  4   

人数   36  41   26  6  2   111   

比率  32．4  36．9  23．4  5．4   1．8 100．0  

累積比率 32．4  69．4  92．8  98．2 100．0  

1項目だけに該当する者が4割弱（36．9％）と最も多く，順に，2項目，3項目，4  

項目と項目数が多いほど該当者が少なくなっている。   

この結果を，性別及び分類級によりまとめたのが，表29である。  

表29 性別及び分類級による「物質乱用」診断基準項目該当数  

区分  0   1   2  3  4  合計   

2  32  

（6．3）（100．0）   

0  24  

（0．0）（100．0）  

5  15  9  1  

（15．6）（46．9）（28．1）（3．1）   

7  8  7  2  

（29．2）（33．3）（29．2）（8．3）  

12  23  16  3  2  56  

（21．4）（41．1）（28．6）（5．4）（3．6）（100．0）  

13  8  4  2  0  27  

（48．1）（29．6）（14．8）（7．4）（0．0）（100．0）  

11   10  6  1  0  28  

（39．3）（35．7）（21．4）（3．6） （0．0）（100．0）   

24  18  10  3  0  55  

（43．6）（32．7）（18．2）（5．5）（0．0）（100．0）  

注（）内は，構成比を示す。  

性別及び分類級の別で，「物質乱用」の診断基準項目への該当数を見ても，有意な   

比率差は認められなかった（性別：x2（4）＝7．98，n．S．，分類級：x2（4）＝2．17，n．S．）。  

（6）「物質乱用」診断基準の項目別詳細   

「物質乱用」の各診断基準に相当する質問項目について，それぞれの項目に該当す   

ると回答した者の比率を，男女別に表30に示す。  

その結果，「薬物が効いている状態ではあぶないことを，薬が効いている状態でや   

ったことがありましたか。」という項目についてのみ，性別による選択比率に有意差   

が認められ，女子に比して男子の方が，有意に選択率が高かった（x2（1）＝46．66，ク   

＜．01）。   
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表知 性別による「物質乱用」診断基準項目別選択比率  

25  

質問項目  男子 女子 合計  

1 
、 

、。 
39・3 25・5 32・4  

2 
ば草の運転）を薬 

し 
67・9＊＊38・2 53・2  

薬物を手に入れるために犯罪（薬物を買うお金を手に入れるため  

の窃盗や薬物自体の窃盗など）をしたことがありましたか。  
8．9  1．8  5．4  

3 薬物のはたらきに影響されて犯罪をしたこと（薬物によって生じ   

た幻覚や気分・気持ちに影響されて起こした傷害など）がありまし 8．9 10．9  9．9   

たか。  

4 
たちと問題 

一 
5・4 9・1 7・2   

注1自己使用者のうち，物質依存の診断基準に該当する者は除外して算出している。   

2 各項目別の選択比率を示す。＊睾は1％水準で有意に該当比率が高いことを示す。   

（7）覚せい剤自己使用者に占める物質依存及び物質乱用者の割合   

「物質依存」及び「物質乱用」の診断基準に関する結果をまとめると，表31のよう   

になる。   

自己使用者のうち，約9割は「物質依存」の診断基準に合致し，「物質依存」と判   

断される者を除いた者の大半も「物質乱用」の診断基準に合致する。全体としては，   

自己使用者のうち96．2％が依存もしくは乱用のいずれかに該当するのに対し，いずれ   

の診断基準にも該当しない者は3．8％にしか過ぎないという結果が得られている。  

表31覚せい剤自己使用者に占める物質依存及び物質乱用者の人員  

「依存」該当者 「乱用」該当者  非該当者等  合計  

403  44  12  459  

（87．8）  （9．6）  （2．6）  （100．0）  

432  31  24  487  

（88．7）  （6．4）  （4．9）  （100．0）  

835  75  36  946  

（88．3）  （7．9）  （3．8）  （100．0）  

注1（）内は構成比である。  

2 自己使用者のうち，未記入等があった者は除外している。   

5 物質使用障害スクリーニング尺度から見た薬物使用状況  

（1）FVOD得点の基礎統計  

物質使用障害の簡便なスクリーニングツールとして活用されているSASSIの下位   

尺度であるFVOD尺度の分析に当たっては，日本語訳をした14項目について，原尺   

度に合致するよう各々の点数から1を減じ，合計得点を尺度得点とした。ただし，い   

ずれかの項目の値が欠損している者については，その後の分析から除外した。  

その結果を性別及び分類級ごとにまとめたものが表32である。   
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表32 性別及び分類級によるFVOD得点の平均値及び標準偏差  

26  

Ⅳ  ルオ  S上）  

A級 B級 合計 A級 B級 合計 A級 B級 合計  

男子 239 234 473 18．9 20．2 19．5  7．8  7．8  7．8  

女子 232 228 460 20．0 20．8 20．4  8．5  8．3  8．4  

合計 471 462 933 19．4 20．5 20．0  8．1 8．1 8．1  

このFVOD得点について，性別×分類級の2要因の分散分析を実施したところ，   

分類級の主効果のみが認められた（F（1，929）＝273．75，p＜．05）。すなわち，A級   

群よりもB級群の方が，FVOD得点が有意に高いという結果が得られた。   

なお，クロンバ？クのα係数は0・81であり，尺度の内的整合性は十分に保たれて   

いるといえる。  

（2）FVOD得点とDSM－Ⅳの「物質依存」診断基準との関連性   

SASSIのマニュアルによると，物質依存者と非依存者を識別するカットオフ得点   

は男女で異なっている。FVOD得点が，他の尺度得点の結果と組み合さずに単独で   

利用されるルール2においては，物質依存者と判断される基準は，男子の場合で16点   

以上，女子の場合で21点以上とされている注7）。   

そこで，覚せい剤自己使用者を，4（1）で示した「物質依存」の診断基準に合致した   

か否かにより依存群と非依存群の2群に分けた上で，上述したカットオフ得点を基準   

値とし，その識別率について検討した。その結果を，男女別にまとめたのが表33であ   

る。  

表33 性別及び依存群別によるFVOD得点の原版基準値との比較  

男子  女子  

FVOD≧16 FVOD＜16  合計   FVOD≧21FVOD＜21  合計  
304  93  397  217  185  402  

（76．6）  （23．4）  （100．0）  （54．0）  （46．0）  （100．0）  
依存群  

非依存群  
15  36  51  3  47  50  

（29．4）  （70．6）  （100．0）  （6．0）   （94．0）  （100．0）  

319  129  448  220  232  452  

（71．2）   （28．8）  （100．0）  （48．7）   （51．3）  （100．0）  

注（）内は構成比を示す。  

表33を見ると，男子においては，FVOD得点の16点をカットオフ得点とすると，  

依存群の約7割（71．2％）を正しく識別し，非依存群についても同様に約7剖  

（70．6％）を正しく識別できた。一方，女子においては，FV？D得点の21点をカッ  

トオフ得点とすると，非依存群については，その9割以上（94．0％）を正しく識別で  

きたものの，依存群については，正しく識別できたのは約5割（48．7％）という結果  

になった注8）。   

なお，依存群と非依存群において，FVOD得点についてt検定を実施したところ，   
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表34に示すように，男女いずれにおいても，非依存群に比して依存群の方が，有意に  

FVOD得点が高いという結果が得られた。さらに，依存群への該当の有無を基準と  

して，ROC曲線注9）を求めたところ，ROC－AUC＝．83と高い催を示しており，本調査  

データにおいて，FVOD得点による両群の識別がある程度適切になされているとい  

える。  

表34「物質依存」該当群と非該当群におけるFVOD得点のt検定  

Ⅳ  入4  SD  t億  

依存群  397  20．8  7．4  

非依存群  51 11．9  6．0  
t（446）＝8．22＊＊  男子  

女子さ： 二  t（450）＝8・60＊＊  

注 ＊や＜．01．   

6 違法薬物使用に対する態度・価値観   

「法律で認められていない薬物について，あなたの意見をうかがいます」と尋ねた上  

で，9つの陳述を提示し，それぞれ「いつもそう思う」，「たいていそう思う」，「あまりそ  

う思わない」，「全くそう思わない」の4件法で選択を求めている。  

表35 性別及び分類級による違法薬物使用に対する態度・価値観  

男子  女子  

A級 B級 小計 A級 B級 小計  
179 172  351  150 181 331   682  

（74．0）（72．0）（73．0）＊（61．2）（72．7）（67．0）（69．9）  
1やめる気になればいつでもやめられる  

89   81 170  72   88  160   330  

（36．6）（34．3）（35．5）（29．6）（35．9）（32．8）（34．1）  
2やめ方を教えてもらえれば，やめられる  

自分がやめることをささえてくれる人が144 141 285  170 165 335  620  
いれば，やめられる  （59．5）（59．5）（59．5）（70．5）（67．1）（68．8）＊＊（64．2）  

自分の経験からして，身体にそれほど害 35  27  62  27  30  57   119  

はないので，やってもかまわない   （14．4）（11．3）（12．9）（11．1）（12．1）（11．6）（12．3）  

人のめいわくになるわけではないので，薬 49  54 103  67  60 127  230  

物を使うかどうかは自分の勝手である （20．2）（22．8）（21．5）（27．6）（24．3）（25．9）（23．7）  

自分がどうなってもかまわないと思って15  24  39  25  20  45  84  

いるので，薬物をやめる理由はない （6．2）（10．0）（8．1）（10．3）（8．1）（9．2）（8．7）  

やめて何かよくなるといった見通しもな17  35  52  29  25  54   106  

いので，やめる気がおきない  （7．1）（14．7）（10．9）（11．9）（10．1）（11．0）（10．9）  

薬物を使わないとやっていけないような 20  22  42  44  38  82   124  

気持ちがおしよせてくる  （8．2）（9．2）（8．7）（18．1）（15．4）（16．7）＊＊（12．8）  

15  18   33  31  20   51  84  

（6．2）（7．5）（6．8）（12．8）（8．1）（10．4）＊（8．6）  

， 9し 
注1実数は，「いつもそう思う」及び「たいていそう思う」と回答した者を合計した度数である。   

2 （）内は，各列の構成比を示す。   

3 ウ＜．05．攣や＜．01．   
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表35は，性別及び分類級ごとに，各項目に対する該当者の比率（「いつもそう思う」及  

び「たいていそう思う」と選択した者の合計）を示したものである。   

薬物使用をやめることをめぐっては，全体で約7割（69．9％）の者が，「やめる気にな  

ればいつでもやめられる」としている。そのほか，「自分がやめることをささえてくれる  

人がいれば，やめられる」には6剖強（64．2％），「やめ方を教えてもらえば，やめられる」  

には3割強（34．1％）の者が同意している。   

また，薬物使用を続けることに関する理由としては，「人の迷惑になるわけではないの  

で，薬物を使うかどうかは自分の勝手である」で約2割（23．7％），「やめて何かよくなる  

といった見通しもないので，やめる気がおきない」で約1割（10．9％）の者がそれぞれ選  

択している。   

次に，各項目への選択比率を男女別に比較したところ，有意差が認められた項目は4つ  

である。すなわち，「やめる気になればいつでもやめられる」という項目において，女子  

よりも男子の方が「そう思う」と選択している者の比率が高く（x2（1）＝4．13，p＜．05），  

逆に，「自分がやめることをささえてくれる人がいれば，やめられる」，「薬物を使わない  

とやっていけないような気持ちがおしよせてくる」，「薬物の力を借りてでも，他人からよ  

く見られたり評価されたりしたい」という3つの項目においては，男子よりも女子の方が  

有意に高い比率で選択している（順に，X2（1）＝9．07，ク＜．01；x2（1）＝13・96，p＜・01；x2  

（1）＝3．90，ク＜．05）。  

7 薬物使用以外の体験  

（1）被虐得体験（身体的）  

18歳までの間に，同居していた保護者等から怪我を負うような身体的暴力を受けた  

ことがあるとする者は，全体の約2割（21．6％）を占めている。  

表36 性別及び分類級による被虐待（身体的）体験の有無  

区分  全くない   一度だけ  数回あり 繰り返しあり  合計  

15  248  

（6．0）  （100．0）   

7  246  

（2．8）  （100．0）  

9  30  

（3．6）  （12．1）   

8  30  

（3．3）  （12．2）  

194  

（78．2）  

201  

（81．7）  

395  17  60  22  494  

（鮒．0）   （3．4）   （12．1）   （4．5）   （100．0）  

32  247  

（13．0）   （100．0）   

25  248  

（10．1）   （100．0）  

21  36  

（8．5）  （14．6）  

11  39  

（4．4）  （15．7）  

158  

（64．0）  
A級  

女  173  
B級  

（69．8）  子  

331  32  75  57  495  

（66．9）   （6．5）   （15．2）   （11．5）   （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   



覚せい剤事犯受刑者の実態に関する研究  29   

表36に示すよう●に，男子（20．0％）に比して女子（33．1％）の方が体験した者の比   

率が高く，中でも，そうした体験が繰り返しあったと回答した者は，男子の4．5％に   

対して，女子では11．5％と多い。回答比率を男女別に検定したところ，有意差が認め   

られ（x2（3）＝27．41，p＜．01），「繰り返しあり」及び「一度だけ」とした者の比率が，   

女子で有意に高い。  

（2）被虐得体験（性的）   

全体で1割弱（7．8％）が，18歳までの間に一度以上，同居していた保護者等から   

性的な接触やわいせつ行為を自分の意思に反してされたと回答している。この結果を，   

男女別及び分類級別にまとめたのが表37である。   

男女別に見ると，該当者は，男子の1．4％に対して女子で14．2％となっており，女   

子の比率が高い。回答比率を男女別に検定したところ，有意差が認められた（x2（3）   

＝55．64，ク＜．01）。「繰り返しあり」，「数回あり」，「一度だけ」と回答した者の比率   

が，男子に比べて女子で有意に高い。  

表37 性別及び分類級による被虐待（性的）体験の有無  

区分  全くない   一度だけ  数回あり 繰り返しあり  合計  

244  0  

（98．8）  （0．0）  

241  2  

（98．4）  （0．8）  

1  

（0．4）   

2  

（0．8）   

2  247  

（0．8）   （100．0）   

0  245  

（0．0）   （100．0）  

485  2  3  2  492  

（98．6）   （Ot4）  （0．6）  （0．4）   （100．0）  

217  7  

（87．9）  （2．8）  

207  11  

（83．8）  （4．5）  

10  

（4．0）  

21  

（8．5）  

13  247  

（5．3）   （100．0）   

8  247  

（3．2）   （100．0）  

424  18  31  21  494  

（85．8）   （3．6）  （6．3）  （4．3）   （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   

（3）被虐得体験（心理的）   

18歳までの間に，同居していた保護者等から，無視されたり，差別されたりしたこ   

とが一度でもあると回答した者は，全体の約3割（33．1％）である。男女別に見ると，   

男子の約2割（21．7％），女子の約4割（44．5％）が体験ありと回答している（表38）。   

回答比率を男女別に検定したところ，有意差が認められた（x2（3）＝59．37，p＜．01）。   

「繰り返しあり」，「数回あり」と回答した者の比率が，女子で有意に高い。  

（4）ドメスティック・バイオレンスの被害体験   

夫ないし妻（同棲相手を含む）から怪我を負うような暴力を振るわれた体験につい   

て尋ねたところ，一度でも当てはまるとした者が，全体の約4割（43．9％）を占めた。   

女子については，実に8割近く（77．0％）が該当するとしており，男子（4．9％）と   
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表38●性別及び分類級による被虐待（心理的）体験の有無  

30  

区分  全くない   一皮だけ   数回あり 繰り返しあり  合計  

18  248  

（7．3）  （100．0）  

15  245  

（6．1）  （100．0）  

32  

（12．9）   

31  

（12．7）  

191  7  

（77．0）  （2．8）  

195  4  

（79．6）  （1．6）  

386  11  63  33  493  

（78．3）   （2．2）   （12．8）   （6．7）   （100，0）  

39  247  

（15．8）   （100．0）   

41  247  

（16．6）   （100．0）  

64  

（25．9）   

60  

（24．3）  

137  7  

（55．5）  （2．8）  

137  9  

（55．5）  （3．6）  

274  16  124  80  494  

（55．5）   （3．2）   （25．1）   （16．2）   （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。  

表39 性別及び分類級によるDV被害体験の有無  

区分  全くない   一度だけ  数回あり 繰り返しあり  合計  

2  147  

（1．4）  （100．0）   

0  198  

（0．0）  （100．0）  

137  5  3  

（93．2）  （3．4）  （2．0）  

191  2  5  

（96．5）  （1．0）  （2．5）  

328  7  8  2  345  

（95．1）   （2．0）  （2．3）  （0．6）   （100．0）   

52  183  

（28．4）   （100．0）   

53  222  

（23．9）   （100．0）   

39  15  

（21．3）  （8．2）   

54  26  

（24．3）  （11．7）   

77  

（42．1）   

89  

（40．1）  

93  41  166  105  405  

（23．0）   （10．1）   （41．0）   （25．9）   （100．0）  

注1（）内は，構成比を示す。   

2 婚姻歴がない者は除外している。   

比較して極めて高い比率を示している。   

男女別に回答比率に有意差が認められ（x2（3）＝395．61，p＜．01），「繰り返しあり」，   

「数回あり」，「一度だけあり」と回答した者の比率が，女子で有意に高い（表39）。  

（5）ドメスティック・バイオレンスの加害体験   

前の設問とは逆に，家庭内での加害体験について尋ねたところ，夫ないし妻（同棲   

相手を含む）に対しで怪我を負わせるような暴力を振るったことがあるとする者は，   

男子で約5割（48．1％），女子で約3割（31．5％）を占めている。   

男女別の回答比率の検定の結果，性別による回答比率に有意な差が認められ（x2（3）   

＝23．42，ク＜．01），「数回あり」と回答した者の比率が男子で有意に高い（表40）。   
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表40●性別及び分類級によるDV加害体験（対配偶者）の有無  
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区分  全くない   一度だけ  数回あり 繰り返しあり  合計   

80  25  

（54．4）  （17．0）   

99  30  

（50．0）  （15．2）   

32  

（21．8）   

62  

（31．3）  

10  147  

（6．8）   （100．0）   

7  198  

（3．5）   （100．0）  

179  55  94  17  345  

（51．9）   （15．9）   （27．2）  （4．9）   （100．0）  

124  18  

（67．8）  （9．8）  

154  29  

（69．1）   （13．0）   

32  

（17．5）   

31  

（13．9）   

9  183  

（4．9）   （100．0）   

9  223  

（4．0）   （100．0）  

278  47  63  18  406  

（68．5）   （11．6）   （15．5）   （4．4）   （100．0）  

注1（）内は，構成比を示す。   

2 婚姻歴がない者は除外している。  

また，子供（連れ子を含む。）に対して怪我を負わせるような暴力を振るったこと  

があるとする者は，男子で4．3％，女子で10．9％となっている。   

性別による回答比率に有意差が認められ（x2（3）＝12．36，ク＜．01），「一度だけ」と  

回答した者の比率が女子で有意に高い（表41）。  

表41性別及び分類級によるDV加害体験（対子供）の有無  

区分  全くない   一度だけ  数回あり 繰り返しあり  合計  

142  1  

（96．6）  （0．7）  

188  3  

（94．9）  （1．5）   

3  

（2．0）   

7  

（3．5）  

1  147  

（0．7）   （100．0）   

0  198  

（0．0）   （100．0）  

330  4  10  1  345  

（95．7）   （1．2）  （2．9）  （0．3）   （100．0）  

160  7  

（88．4）  （3．9）  

198  13  

（89．6）  （5．9）  

14  

（7．7）   

8  

（3．6）   

0  181  

（0．0）   （100．0）   

2  221  

（0．9）   （100．0）  

358  20  22  2  402  

（89．1）   （5．0）  （5．5）  （0．5）   （100．0）  

注1（）内は，構成比を示す。  

2 婚姻歴がない者は除外している。   

（6）過食   

「むちゃ食い（気晴らし食い）をしたり，むちゃ食いをして吐いたりすることがあ   

りましたか。」との設問に対しては，男子の約2割（22．3％），女子の約4割（39．1％）   

が該当するとしている（「よくある」及び「たまにある」と回答した者の合計）。   
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性別による回答比率に有意差が認められ（x2（2）＝43．65，ク＜．01），「よくある」及  

び「たまにある」と回答した者の比率が女子で有意に高い（表42）。  

表42 性別及び分類級による過食体験の有無  
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区分  全くない たまにある よくある  合計  

6  252  

（2．4）   （100．0）   

7  246  

（2．8）   （100．0）  

198  48  

（78．6）   （19．0）  

189  50  

（76．8）   （20．3）  

387  98  13  498  

（77．7）   （19．7）   （2．6）   （100．0）  

32  246  

（13．0）  （100．0）   

25  248  

（10．1）   （100．0）  

148  66  

（60．2）   （26．8）  

153  70  

（61．7）   （28．2）  

301  136  57  494  

（60．9）   （27．5）   （11．5）   （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   

（7）過量飲酒  

自己統制がきかない飲酒体験について調べるため，「酒を飲むまいと思っても，つ   

い飲んでは，酔いつぶれるまで飲んでしまうことがありましたか。」と尋ねている。  

その結果，男子の4割弱（38．3％），女子5剖弱（47．4％）が，該当するとしてい   

る（「よくある」及び「たまにある」と回答した者の合計）。性別による回答比率に有   

意な差が認められ（x2（2）＝15．41，p＜．01），「よくある」と回答した者の比率が女子   

で有意に高い（表43）。  

表43 性別及び分類級による過量飲酒体験の有無  

区分  全くない たまにある よくある  合計  

22  248  

（8．9）   （100．0）  

16  246  

（6．5）   （100．0）  

165  61  

（66．5）   （24．6）  

140  90  

（56．9）   （36．6）  

305  151  38  494  

（61．7）   （30．6）   （7．7）   （100．0）  

40  246  

（16．3）   （100．0）   

34  248  

（13．7）   （100．0）  

120  86  

（48．8）   （35．0）  

140  74  

（56．5）   （29．8）  

260  160  74  494  

（52．6）   （32．4）   （15．0）   （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   
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（8）処方薬の過量服薬   

「医者が処方したよりも（医師の指示がなくても買える薬の場合は，その用法より   

も）かなり多くの量の薬を飲んだことがありましたか。」という設問に対して，男子   

の4割弱（37．1％），女子の5割強（54．4％）が，該当するとしている。   

性別による回答比率に有意差が認められ（x2（2）＝34．48，p＜．01），「よくある」及   

び「たまにある」と回答した者の比率が女子で有意に高い（表44）。  

表44 性別及び分類級による処方薬の過量服薬体験の有無  

区分  全くない たまにある よくある  合計  

166  60  

（66．7）   （24．1）  

144  77  

（59．0）   （31．6）  

23  249  

（9．2）   （100．0）  

23  244  

（9．4）   （100．0）  

310  137  46  493  

（62．9）   （27．8）   （9．3）   （100．0）  

109  74  

（44．9）   （30．5）  

115  99  

（46．4）   （39．9）   

60  243  

（24．7）・  （100．0）   

34  248  

（13．7）   （100．0）  

224  173  94  491  

（45．6）   （35．2）   （19．1）   （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   

（9）自傷行為歴   

リストカットや根性焼き等，故意に自己の身体を傷つける行為の経歴について尋ね   

ている。ここでは，いわゆる身体変容としての意味合いの強い行為は除外している。  

その結果，男子の3剖弱（28．7％），女子に至っては約半数（48．9％）が，「たまに  

表45 性別及び分類級による自傷行為体験の有無  

区分   全くない たまにある よくある  合計  

176  65  

（70．7）   （26．1）  

175  68  

（72．0）   （28．0）   

8  249  

（3．2）   （100．0）   

0  243  

（0．0）   （100．0）  

351  133  8  492  

（71．3）   （27．0）   （1．6）   （100．0）  

121  94  

（49．2）   （38．2）  

131  101  

（53．0）   （40．9）   

31  246  

（12．6）   （100，0）  

15  247  

（6．1）   （100．0）  

252  195  46  493  

（51．1）   （39．6）   （9．3）   （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   



中央研究所紀要 第16号  

ある」もしくは「よくある」と回答している。   

性別による回答比率に有意差が認められ（x2（2）＝54．71，p＜．01），「よくある」及   

び「たまにある」と回答した者の比率が女子で有意に高い（表45）。  

（10）自殺企図歴   

「死のうとして，何かしたことがありますか。」という設問に対しては，少なくと   

も一度はあるとした者は，男子では約2割（19．9％）であるが，女子では約6割   

（61．7％）と極めて高い値を示している。   

性別による回答比率に有意差が認められ（x2（3）＝183．59，ク＜．01），「繰り返しあり」，   

「数回あり」，「一度だけあり」と回答した者の比率が女子で有意に高い（表46）。  

表46 性別及び分類級による自殺企図歴  

34  

区分  全くない  一度だけ  数回あり  繰り返しあり   合計  

192  36  

（77．1）  （14．5）  

203  22  

（83．2）  （9．0）  

18  

（7．2）  

19  

（7．8）   

3  249  

（1．2）  （100．0）   

0  244  

（0．0）  （100．0）  

395  58  37  3  493  

（80．1）  （11．8）  （7．5）  （0．6）  （100．0）   

94  65  

（38．2）  （26．4）   

95  69  

（38．5）   （27．9）   

74  

（30．1）   

76  

（30．8）  

13  246  

（5．3）   （100．0）   

7  247  

（2．8）   （100．0）  

189  134  150  20  493  

（38．3）  （27．2）  （30．4）  （4．1）  （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   

（11）精神科受診歴  

薬物以外の問題で，過去に精神科を受診した経歴について尋ねている。  

男子の1割強（14．8％），女子の約3割（31．6％）が該当するとしている。性別に   

よる回答比率に有意差が認められ（x2（1）＝39．18，ク＜．01），男子に比して女子の方が   

有意に高い比率を示している（表47）。  

8 性格特性  

（1）NEO－PトR下位尺度得点についての一般群と受刑者群の比較  

調査対象者の性格特性について検討を加えるため，NEO－PトRの3つの下位尺度   

について，一般群と受刑者群の結果を比較した。ここでいう一般群とは，下伸ら   

（1999）による日本語版NEO－PトRの標準化に用いられた21歳以上の一般成人のデー   

タを指す。  

NEO－PトRの下位尺度ごとに，一般群と受刑者群の平均得点を比較したところ，   

まず，男子では，「傷つきやすさ」については，有意差は認められなかったが，「刺激   
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表47 性別及び分類級による薬物使用以外の事由による精神科受診歴  

区分  あり  なし  合計   

35  

41  

（16．5）   

32  

（13．1）  

208  249  

（83．5）   （100．0）  

212  244  

（86．9）   （100．0）   

73  420  493  

（14．8）   （85．2）   （100．0）   

86  

（35．0）   

70  

（28．3）  

160  246  

（65．0）   （100．0）  

177  247  

（71．7）   （100．0）  

156  337  493  

（31．6）   （68，4）   （100．0）  

注（）内は，構成比を示す。   

希求性」については，一般群よりも受刑者群の方が有意に得点が高く，「コンピテン  

ス」については，逆に，受刑者群よりも一般群の方が有意に得点が高いという結果が  

得られた（表48）。  

表48 一般群・受刑者群の別によるNEO－Pl－R下位尺度得点（男子）  

尺度  Ⅳ  〟  5刀  t値  

一般群  167  14．7  

受刑者群  484 15．2  

一般群  166  16．0  

受刑者群  484 18．7  

一般群  165  17．1  

受刑者群  483 15．4  

傷つきやすさ  

刺激希求性  

コンピテンス  

t（649）＝1．42  

3．6   t（648）＝6．64＊＊  

4．2  一般群＜受刑者群  

3．6   t（646）＝3．96＊＊  

4．5  一般群＞受刑者群  

注1ウ＜．05．＊りく01．  

2 一般群は，下仲ら（1999）による成人21歳以上の標準データである。  

一般群と比較した場合，受刑者群は，スリルを求めたり，危険を冒したりする傾向   

が強く，同時に，自己効力を感じることが少なく，困難に対処していけるという感覚   

が希薄であることが指摘できる。   

女子においても，「刺激希求性」と「コンピテンス」については，一般群との比較   

において同様の傾向が認められた（表49）。  

しかし，男子の場合と異なり，「傷つきやすさ」についても，一般群に比して受刑   

者群の方が，有意に得点が高いという結果が得られた。つまり，女子の覚せい剤事犯   

受刑者の場合，男子において指摘した事項のほかに，一般群に比して「ストレスに対   

処できず，依存的で希望が持てず，緊急事態に直面するとパニックになる」傾向が見   

られるといえる。  

（2）「物質依存」診断基準とNEO－PトR下位尺度得点の関連   
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表49 一般群・受刑者群の別によるNEO－PトR下位尺度得点（女子）  

36  

尺度  Ⅳ   〃  Sか  t倍  

t（636）＝2．56＊  

一般群＜受刑者群  

t（639）＝8．92＊＊  

一般群＜受刑者群  

t（636）＝5．79＊＊  

一般群＞受刑者群  

一般群  

受刑者群  

一般群  

受刑者群  

一般群  

受刑者群  

0
0
 
4
 
ユ
 
6
 
3
 
4
 
 

3
 
3
 
4
 
4
 
3
 
4
 
 

6
 
5
 
5
 
5
 
5
 
1
 
 

5
 
6
 
4
 
8
 
6
 
4
 
 

1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 

6
 
2
 
6
 
5
 
8
 
0
 
 

6
 
7
 
6
 
7
 
6
 
7
 
1
 
4
 
1
 
4
 
1
 
4
 
 

傷つきやすさ  

刺激希求性  

コンピテンス  

注1やく05．＊やく01．  

2 一般群は，下仲ら（1999）による成人21歳以上の標準データである。  

次に，覚せい剤自己使用者を，依存群と非依存群の2群に分けた上で，両群におけ  

るNEO－PトRの各下位尺度得点の平均値と標準偏差を示したのが表50である。  

表50 物質依存群と非依存群におけるNEO－PトR下位尺度得点  

尺度  Ⅳ   〟  S上）  t値  

t（905）＝6．44＊＊  

依存群＞非依存群  

t（908）＝4．64＊＊  

依存群＞非依存群  

t（902）＝4．71＊＊  

依存群＜非依存群  

依存群  

非依存群  

依存群  

非依存群  

依存群  

非依存群  

2
 
5
 
4
 
4
 
4
 
4
 
 

3
 
3
 
4
 
4
 
4
 
4
 
 

2
 
0
 
9
 
7
 
4
 
6
 
6
 
4
 
8
 
6
 
4
 
6
 
 

1
1
1
「
⊥
l
1
 
 
 

4
 8

0
1
0
3
8
0
8
1
0
2
8
0
5
9
9
 
 

傷つきやすさ  

刺激希求性   

コンピテンス  

注 ＊りく01．  

依存の有無によって，各尺度得点が異なるかどうか検討したところ，「傷つきやす  

さ」と「刺激希求性」において，物質依存群の方が有意に得点が高く，他方，「コン  

ピテンス」において，非依存群の方が有意に得点が高いという結果が得られた。   

Ⅵ まとめと考察  

本節では，これまで述べてきた調査結果について，先行研究や依存症治療の現場からの  

論考等を踏まえ，その意義について検討を加えることとする。その上で，刑事施設におけ  

る今後の薬物依存離脱指導の在り方について，データから示唆される幾つかの着眼点につ  

いても言及することとしたい。   

なお，法務総合研究所は，覚せい剤事犯受刑者の行動と意識を明らかにするために，平  

成6年に，全国の刑務所及び少年刑務所に収容中の覚せい剤事犯受刑者に対する調査を行  

っている（以下「平成6年調査」とする。）。その結果は，平成7年版犯罪自書に発表され，  

安田（1996）にもその概要が紹介されている。今回の調査とは対象者の抽出方法や分析の  

観点が異なることから，一概に対比して経年変化等を論じることはできないが，違法薬物  

の使用状況等について比較が可能な領域もあることから，適宜，今回の調査結果と対比し  

ながら論じることとする。   
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1覚せい剤事犯受刑者の薬物使用状況について  

（1）自己使用者の比率  

平成6年調査では，調査対象者の大多数は覚せい剤を自己使用した経験があり，覚   

せい剤を自ら使用せず，取り扱いだけを行う取扱犯は少数（男子2．0％，女子0．8％）   

という結果が得られている。また，染田ら（2005a）も，地方裁判所における覚せい   

剤取締法違反事件の違反態様別科刑分布状況から，受刑者のうち9割を超える者が自   

己使用者と推測されるとしている。  

今回の調査では，本件態様にかかわらず覚せい剤の自己使用体験について尋ねたと   

ころ，生涯体験及び逮捕直近1年間の使用体験のいずれも97％を超過していた。この   

ことは，覚せい剤事犯受刑者の大半が，営利目的の有無にかかわらず自己使用者でも   

あることを示すものであり，供給側と需要側を峻別する必要性があるとしても，供給   

側であっても，自己使用者として，薬物依存からの離脱のための治療処遇を必要とす   

る者が潜在的に多いことが示唆される。  

（2）依存者の比率  

本研究の結果からは，覚せい剤事犯受刑者の約9割の者が，精神医学的な指標に照   

らし合わせて，薬物依存の状態にあることも明らかになった。この数値は，かなりの   

高率であるといえ，刑事施設に収容されている覚せい剤事犯者の大半の者が，薬物依   

存からの離脱指導の必要性を抱えた一群であることが改めて浮き彫りになった。  

「はじめに」で言及した和田のモデルに戻ると，覚せい剤事犯受刑者の中には，薬   

物関連の問題を抱えてはいるが依存基準は満たしていない，いわゆる非依存性の薬物   

乱用者の一群が一定数存在することが予想されたが，実際の結果を見ると，対象者の   

ほとんどの者が依存状態にある者で占められていることが明らかになった。この点に   

ついて，客観的なデータとして提示することができたことは有益なことであると考え  

る。  

なお，自己使用者に占める依存者の比率は，性別や犯罪傾向の進度の別によらず，   

ほぼ一定で，高い水準を保っていたことも特徴的である。つまり，男女の別を問わず，   

犯罪傾向が比較的進んでいないとされるA級受刑者においてでさえも，依存が形成   

されている者が多いことが判明した。覚せい剤取締法違反事件において，初犯執行猶   

予者が多いことも考え併せると，入所度数は初回といえども，刑事施設に入所する時   

点では既に依存の状態が進行しており，依存症治療が必要な段階になって初めて受刑   

する者が大半であるという状況にあると推察される。  

（3）個々の診断基準項目から見る特徴について  

次に，依存者について詳細に見ると，約3剖の者が，DSM－Ⅳの「物質依存」の診   

断基準項目の7項目すべてに該当しているという結果が得られた。診断基準への該当   

項目数の多寡が必ずしも依存の重症度を示すわけではないものの，その該当数の多さ   

からは，覚せい剤事犯受刑者の依存の問題性の深刻さや広範さが示唆される。今後は，   



中央研究所紀要 第16号  

構造化面接により薬物依存の重症度を把握する「噂癖重症度指標（AddictionSeverity  

Index）」の日本語版（妹尾ら，2005）等を用いて，依存の重症度についても正確に   

把接していくことが課題であると考える。  

なお，診断基準の各々の項目について，性別による該当比率に差異があるかどうか   

検討を加えたところ，幾つかの項目において男女差が認められた。すなわち，「物質   

依存」の診断基準項目については，「薬物探索行動の増加」に関して，男子の方が女   

子よりも多く該当している一方で，「離脱症候の出現」，「薬物使用による害を知りな   

がらの使用継続」の2点に関して，女子の方がより多く該当しているという結果が得   

られている。また，「物質乱用」の診断基準項目については，「身体的危険のある状況   

での薬物の反復使用」に関して，女子に比して男子の方がより多く該当している。こ   

れらの結果は，男女の薬物への接近・入手法の相違や，薬物使用へのかかわり方が反   

映されていると考えられ，興味深い。  

（4）覚せい剤使用による後遺症   

調査の結果，刑事施設に収容されている党せい剤自己使用者の8～9割の者が，何   

らかの後遺症を自覚していることが明らかになった。   

具体的には，不安，猶疑心，苛立ち，抑制欠如等が多く認められており，男女とも   

に，大半の者が複数の体験を自覚していた。また，男子では猫疑心，女子では不安の   

選択比率が相対的に高く，また，男子に比して女子の方が，報告された症状の範囲が   

広いといった性差が認められており，男女で後遺症として自覚される体験の様相が異   

なることも示唆された。  

こうした相違は，生物学的な性差による薬理作用の働きの違いはもとより，薬物使   

用前後の精神状態が反映されている面もあると考えられるが，男女による主観的な体   

験の相違を把握しておくことは，適切な処遇を実施する上で有用であると考える。  

（5）覚せい剤以外の薬物の使用状況  

覚せい剤以外の薬物の使用歴について，これまでに1回でも乱用体験があるとする   

生涯体験率を指標とすると，覚せい剤自己使用者のうち，7剖を越える者が，覚せい   

剤以外の違法薬物の乱用体験があると報告している。平成6年調査では，覚せい剤以   

外に違法薬物の乱用歴がある者は，男女とも4割強であったことと比較すると率が高   

い。他方，同時期に複数の薬物を使用した体験については，男子で約3割，女子で約   

4割が該当するとしており，女子の方が有意に比率が高い結果となっている。  

38  

2 薬物使用以外の社会生活状況  

（1）就労状況と経済的な生活水準  

就労状況について，男子では，約6割の者が，就労を継続しながら薬物使用を行っ   

ており，表面上は社会生活を保ちながらの薬物使用を続けている者が多いことが示唆   

される。また，分類級によって平均年齢に有意差が認められることから一概には比較   
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できないが，男子では，A級群に比してB級群において，格段に不就労の者が増加し   

ていることも特徴的である。一方，女子については，不就労の者が半数を超えており，   

約2剖が生活保護を受給しているという結果が得られた。  

（2）前歴及び反社会集団とのかかわり   

覚せい剤事犯は窃盗と同様に，同種再入着の占める比率が高い犯罪であるとされる   

が，同時に，薬物使用以外の犯罪との関連性も認められる。  

まず，今回の調査結果からは，対象者の半数以上が，成人になるまでに薬物使用以   

外の事由による何らかの逮捕歴があるということが明らかになった。若年時からの反   

社会的な集団とのつながりが，薬物の入手可能性を広げたり，薬物使用への抵抗感を   

減じたりするように働いている面がうかがえる。  

こうした薬物使用以外の事由による逮捕歴については，性別による該当比率に顕著   

な差が認められる。すなわち，成人以前では，女子の約4剖（42．8％）に比して，男   

子の7剖弱（68．1％），成人以降では，女子の4剖強（44．9％）に比して，男子の8   

割弱（77．6％）が薬物使用以外の事由による逮捕歴があると回答している。女子に比   

して男子の方が，覚せい剤使用と一般的な犯罪性との関連が強くうかがえる結果とな   

っている。ただし，実数としては，女子においても約4剖が該当しており，決して低   

い比率とはいえない。これらの薬物使用以外の事由による逮捕歴の中には，薬物によ   

る薬理作用が関与する粗暴犯や，薬物を入手する金銭を得るための窃盗等の財産犯も   

含まれていると考えられる。  

なお，平成16年版犯罪自書（法務総合研究所，2004）によれば，覚せい剤取締法違   

反の検挙人員総数に占める暴力団構成員等の比率は，おおむね40％台で推移しており，   

いずれの年次も，譲渡，所持の順で暴力団構成員等の占める比率が高いとされる。本   

調査においても，知人も含めて暴力団とのかかわりがある者は，男子で約6割，女子   

で約7割と高く，覚せい剤事犯受刑者の暴力団とのかかわりは依然として強い。暴力   

団と全く関係がないと回答した者は，男子は38．5％，女子は27．2％となっており，平   

成6年調査の男子35．0％，女子32．8％と大きな変化までは認められない。  

3 薬物使用に対する態度と治療歴について  

（1）薬物使用に対する受け止め方  

これまで見てきたように，本調査の結果，覚せい剤事犯受刑者の大半が薬物依存者   

であり，薬物使用に係る様々な後遺症を体験している者も多いこと等が明らかになっ   

た。それでは，こうした薬物使用状況を踏まえた上で，対象者自身の薬物使用に対す   

る受け止め方や意識にはどのような特徴が認められるであろうか。  

薬物依存者の治療や処遇について論じる際には，依存の否認や問題の否認といった   

否認の機制について触れられることが多いが，今回の調査結果からも，自己使用者の   

約9割が，依存の状態を呈していながらも，同時に，約7剥が「やめる気になればや   
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められる」と回答しており，依存について否認し，自らの薬物使用についてコント   

ロールできているととらえている様子がうかがわれた。「依存症者は否認が強く，み   

ずから積極的に治療の決心をして受診する者はきわめて少ない」（成瀬ら，2003）との   

現状から，依存症の治療は，何よりも，対象者自身が，自分が依存症であると自覚す   

ることから始まるとされていることを踏まえれば，むしろ当然の結果であろう。   

ただし，依存の否認を示唆する項目に多くの者が回答していると同時に，「やめ方   

を教えてもらえばやめられる」が3割強，「やめることを支えてくれる人がいればや   

められる」が6割強を占めており，対象者なりに，現状を何とかしたいという気持ち   

や，援助を求める気持ちを有していることもうかがえるところである。薬物依存離脱   

指導の実施に当たっては，こうした「弱い動機をいかに育てていくかが課題」（成瀬   

ら，2003）といえる。   

また，「やめて何かよくなるといった見通しもないので，やめる気が起きない」と   

する回答も1割程度認められており，回復への希望や見通しが持てずに，自棄的な気   

分に支配されている者も一定数いることが示されている。取り分け，こうした者に対   

しては，回復には困難が伴うことを示しながらも，同時に，回復のイメージを持たせ   

るような，希望の種を蒔く役割が治療者側にあると考えられる。   

これらの回答を踏まえると，覚せい剤事犯受刑者の多くが，否認をしながらも，薬   

物からの離脱や回復についての遽巡や不安を抱えている様子がうかがえる。逆にいえ   

ば，むしろ，遽巡や不安があるからこそ，否認をすることで問題に直視することを避   

けて，自分自身を保とうとしているのであろう。   

本調査の結果からは，一概に覚せい剤事犯者といっても，違法薬物使用に対する態   

度は個人差や性差が認められ，一棟ではないことがうかがわれる。薬物依存からの離   

脱指導を進める上では，「薬物をやめる」ことをめぐる個々の対象者の否認，合理化，   

遽巡，葛藤を知り，彼らが変化へ向けたいずれの段階にいるかを見極めた上で，各段   

階にふさわしい治療的介入を行うことが有益であると考える。  

（2）治療歴   

覚せい剤事犯受刑者のうち自己使用者の約7割の者が，薬物を本気でやめようと思   

って何らかの努力をした体験があると回答しているが，同時に，約9割の者が，薬物   

からある一定期間離れた後に，些細な契機から薬物の再使用に至り，元の状態に戻っ   

てしまうという体験をしており，改めて，薬物依存からの離脱の困難さがうかがわれ   

る。   

薬物使用に係る治療プログラムの受講歴の有無について尋ねた結果を見ると，一度   

でも治療歴があるとした者は，全体の約4分の1（26．0％）にとどまっており，本調   

査における自己使用者の大半が依存に該当する状態であることにかんがみると少ない   

といえる。さらに，治療プログラムの受講歴ありとした者でも，「1，2度ある」とし   

た者が大半を占めている。この中には，依存症に対する治療というよりも，むしろ，   

40  
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幻覚・妄想等の慢性中毒の症状に対する治療が主となっている場合も含まれている可  

能性がある。幻覚・妄想等の慢性中毒症状が消過したからといって薬物依存までが治  

るわけではないのであり，薬物依存からの離脱のための働き掛けを体験した実数は更  

に少ないものと推察される。   

先に示したように，依存の否認をしながらも，自己使用者の約7割の者が，薬物か  

らの離脱を試みた体験について報告していること，治療プログラムの受講歴について  

は，矯正施設が最も多い結果となっていることからは，今後，刑事施設において，依  

存症者に対する治療や処遇の一層の充実を図ることが望まれるところである。また，  

薬物依存症治療の目標は，社会生活を送りながら断薬を続けていくことにある（和  

田，2004）ことから，刑事施設からの釈放時に，民間の自助グループや社会内処遇に  

どのようにつなげていくか，より一層効果的な連携の在り方を模索していく必要性が  

高いといえる。  

4 被害体験と薬物使用について   

覚せい剤事犯受刑者を対象に，児童期の被虐得体験について尋ねたところ，身体的な暴  

力の被害が約2割，性的な暴力の被害が1割弱，心理的な虐待が3割という結果が認めら  

れた。いずれについても，女子の方が，男子よりも，該当者の比率が高い結果となってい  

た。また，児童期に限らず，ドメスティック・バイオレンスの被害体験の有無を聴取した  

ところ，7割以上の女子が被害体験を有していると回答していた。   

薬物依存と被虐得体験との関連は，多くの研究で指摘されている。非行少年や犯罪者，  

取り分け，女子の一群においては，「心の痛み」を感じなくするために薬物使用によって  

「脳を麻痔させて」いたり，「自殺しない代わりに」薬物を使用したりしている（粉  

本，2005）と考えられるケースに臨床場面で遭遇する機会が少なくない。また，本調査で  

は把握していないが，家庭内での被虐得体験のみならず，性暴力等の被害体験も含まれ，  

被害体験によるPTSD症状を緩和するためにアルコールや薬物乱用に至る者も多いとさ  

れる。薬物依存者処遇，中でも女子受刑者については，その処遇の中で，被害体験に伴う  

心的外傷をどのように扱っていくかという点について，臨床的な検討を加えていく必要性  

があると考えられる。  

5 他の嗜癖的行動との関連について   

「身体依存は，離脱症状や耐性の獲得などから具体的に規定しやすいが，ヒトにおける  

精神依存は，ギャンブル癖や過食症など依存物質を対象としない噂癖行動との問に質的差  

異を見出すことが難しい」（洲脇，2003）との指摘がある。薬物乱用に近縁する他の噂癖  

的・衝動的行動との併存について調べたところ，過食嘔吐（30．7％），制御できない過量  

飲酒（42．8％），リストカット等の自傷行為（38．8％），処方薬の過量服薬（45．7％）につ  

いて，いずれも3割から5割近くが併存して体験している。   
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また，いずれの項目についても，女子は，過食で約4割，過剰飲酒で5割弱，自傷行為  

で約5割，過量服薬で5割強と，ほぼ半数の者が体験しており，該当比率が男子に比して  

有意に高い結果となっている。   

松本（2005）は，女子の薬物乱用・依存者に対する援助の困難性について論じる中で，  

摂食障害を合併する女子薬物依存者の臨床的特徴として，治療経過中に自傷行為や大量服  

薬などの衝動行為が頻発することを挙げているが，本調査においても，同様に，衝動性の  

制御に係る行動障害を合併する者が多いという結果が得られている。  

6 性格傾向について   

NEO－PトRの結果からは，男女いずれとも，「刺激希求性」に関しては，一般群に比し  

て受刑者群の方が有意に得点が高く，「コンピテンス」に関しては，道に，受刑者群の方  

が有意に得点が低いという結果が得られた。また，女子においては，「傷つきやすさ」に  

関して，一般群に比して受刑者群の方が有意に得点が低いという結果も得られた。   

一般群との比較における覚せい剤事犯受刑者の特徴としては，新奇な刺激やスリルを求  

める気持ちが強い傾向と，自分自身に有能感や自己効力感を持ちえない傾向が指摘できる。  

加えて，女子においては，ストレス耐性が低く，ささいな刺激に過敏に反応して，内面に  

混乱をきたしやすく，また，有能感や自己効力感を持てないこともあって，そうした混乱  

状況にうまく対処できないと感じやすいことも指摘できる。   

さらに，覚せい剤自己使用者の中でNEO－PトRの結果を比較しても，非依存群に比し  

て，依存群の方が，「傷つきやすさ」と「刺激希求性」の得点が高く，「コンピテンス」の  

得点が低いという結果が得られており，受刑者群と一般群とを比較した場合と同一の傾向  

性が示されている。   

もちろん，薬物に耽溺する中で，確実に価値観の変化や生活様式の荒廃が生じ，いわゆ  

る「性格」とされるものも変化する（松本，2005）ことから，これらの結果が，覚せい剤  

事犯受刑者のそもそもの特性であるのか，むしろ，薬物使用の継続により，周囲との関係  

の断絶や社会的制裁を受けて，その結果としてもたらされたものかは不明である。   

しかし，いずれにせよ，薬物使用で，低い自尊感情の埋め合わせを図り，薬物により自  

らを何とか持ち上げて状況に対処しながら，薬物使用の継続により周囲からの否定的な烙  

印や一層の疎外感を味わい，更に自己効力が低下し，再び薬物の薬理効果に頼る中で，依  

存性を深めていくという悪循環の一端がうかがえる結果といえる。  

ⅥⅠおわりに  

本研究では，覚せい剤事犯受刑者を対象として，自記式質問紙を実施し，主に，性別や  

犯罪傾向の進度の観点から検討を加えた。   

その結果，覚せい剤事犯受刑者においては，本件の態様にかかわらず，自己使用者の占   
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める割合が大きく，また，自己使用者の約9剥が，精神医学的な診断基準から見て薬物依  

存の状態にあるとみなせること，自らの薬物使用に対する認識は，否認や合理化がうかが  

えるとともに，対象者なりの薬物離脱へ向けた努力や失敗の体験の歴史が積み重ねられて  

いること，多くの者が児童期に被虐得体験を有していること，薬物使用以外の他の噂癖行  

動や故意の自損行為との併存率が高く，特に女子の覚せい剤事犯受刑者においてその傾向  

が顕著であること等の結果が得られた。   

我が国の薬物乱用者の処遇については，「関係機関一体となった統合的対応自体が確立  

されておらず，薬物乱用者に対する更生のための処遇優先原則及びそのための制度が存在  

しない。加えて，乱用者に対する施設内・社会内処遇，その後のアフターケアを統合した  

継続的処遇体制も不備な状況にある。」（染田ら，2005b）と指摘されている。諸外国では，  

薬物乱用者には，刑罰ではなく，専門的な乱用者処遇を早期に導入していくことが主流と  

なっており，薬物事犯者に通常の裁判手続に代えて，裁判所の集中的な監視下で，治療  

（処遇）プログラムに参加する選択肢を与えるドラッグコート（小沼ら，2006）や，治療  

共同体モデルでの実践（宮永，2004）が報告されており，今後は，関係諸機関が連携して，  

ダイバージョンの方向性を模索していくことも必要である。   

しかし，現状においては，覚せい剤を代表とする薬物依存者の処遇をほぼ一手に引き受  

けているのは刑事施設であり，薬物依存からの回復の道筋を辿る上で，その果たすべき役  

割が非常に大きい。刑事施設における薬物乱用者に対する働き掛桝こついては，従来から  

薬害防止指導という形式でなされていたが，人的・物的資源の制約もあり，その体制につ  

いては必ずしも十分であったとはいえない。・新法の施行に伴い，刑事施設における薬物依  

存からの離脱指導は，改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者には，  

矯正処遇として受講が義務付けられ，その手段・方法では，ダルク等の民間の自助グルー  

プの援助を受けたり，グループワークを行う活動を取り入れたりする等の充実化を図る方  

策が提示されており，今後の進展が期待されるところである。多くの薬物依存者は，薬物  

使用以外の人間関係，仕事上の問題，社会生活を営む上での問題を抱えており，取り組む  

べき事柄は多いが，今後は，関係機関との連携を深めながら，覚せい剤事犯受刑者の実態  

やその特性を踏まえ，動機付けの向上の仕方や介入の在り方を工夫する等して，効果的な  

処遇に向けて一層の努力を重ねていくことが期待される。   

最後に，本研究の実施に当たり，調査研究に御協力を賜った法務省矯正局をはじめ矯正  

施設の各位に対し，改めて心からの謝意を表します。  

注  釈  

注1）受刑者の分類処遇において，収容の分類をするための一つの基準として用いられる指標で  

あり，施設収容歴，反社会集団への所属性，犯行の態様及び習癖と生活態度等に基づき，犯  

罪傾向の進んでいない者（A級）と進んでいる者（B級）とが分類して収容されている（矯   
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正用語事典（鴨下・’松本，2006）より抜粋）。本調査におけるA級系統には，LA，WLA，   

WAYの者を，B級系統には，LB，WLB，YB，WYBの者を含む。なお，調査時点は，新   

法の施行前であるため，「収容分類級」と記しているが，平成18年5月以降は，新法の施行に   

伴い，「処遇指標」という名称に変更されている。  

注2）SCID－Ⅰは，DSM－Ⅳの第I軸の主な診断カテゴリごとの診断を下すための構造化面接で   

あり，このマニュアルを用いることにより，診断をより客観的に，より確実に行うことがで  

きるとされている。本来，精神科医師による構造化面接において用いられる質問項目ではあ   

るが，本調査においては，概括的に実態を把握するために質問紙で代替している。  

注3）SASSIは，物質使用障害にある個人を高い確率で特定するために，簡便に実施できるス   

クリーニングツールとして，Millerにより開発されたものである。特定の理論的見地に依拠  

したものではなく，物質依存群と非依存群を弁別する質問項目を選定するという手続を経て，   

実証的に作成されており，対象者が，薬物の乱用や乱用にまつわる症状を認めなくとも，依   

存にある個人を高い確率で同定することができるスクリーニング尺度であるとされる。その   

第3版であるSASSI－3（Miller＆Lazowski，1999）は，2つの表面的妥当性尺度と8つの   

択一式の尺度から構成されており，表面的妥当性尺度の1つが，本調査において使用してい  

るFVOD尺度である。  

注4）1990年代後半以降，5因子による性格検査が我が国においても多数開発されており，中で  

も，Costa＆McCrae（1992）が開発したNEO－PトR（NEOPersonalityInventoryRevised）  

は，国際比較が可能であること，研究結果の蓄積が豊富であること，生涯発達的視点をもつ  

ため老年期にいたる広い年齢層に適用可能なこと等の理由から幅広く用いられている。NEO   

－PトRによって測定される次元は，全部で5つあり，各次元はさらに6つの下位次元から構   

成され，計240項目により包括的な人格の測定を可能にしている。  

注5）以下，X2検定を実施し，有意な連関が認められた設問においては，残差分析を実施し，期   

待値よりも5％水準で有意に大きい催を示している箇所についてのみ簡潔に言及することと  

する。  

注6）「物質乱用」の診断基準Bでは「症状は，この一群の物質についての物質依存の診断基準を   

満たしたことはない」と定められていることから，本調査においても，覚せい剤自己使用者の  

うち「物質依存」の診断基準を満たさない者について，「物質乱用」の診断基準への該当比率  

を検討している。DSM－Ⅳにおける「物質乱用」の診断基準は，4項目から構成されており，  

そのうち1項目以上該当する者が診断基準に合致する。このように，DSM－Ⅳにおける「物  

質乱用」の位置づけは，物質関連問題はあるが依存にまでには至っていない場合に適用され  

るのであって，いわば残余診断ともいえる（宮里，1999）。  

注7）SASSIは，複数の尺度から得られた結果について，一定のルールに則って検討していく   

手続を踏み，本来，単一の尺度から結果を吟味するわけではない。複数あるルールのうち，   

FVODが単独で用いられているのがルール2である。男子のプロフィールと女子のそれと   

は，異なる基準と異なる決定ルールを有していることから，ルール2においても，男子と女   
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子とでは異なるカッ●トオフ得点が設定されている。米国人を母集団として標準化がなされて   

いる原版との文化差があること，質問項目の作成に当たってバックトランスレーション等の   

手続を経ていないこと，受刑者集団のみを対象として適用していること等から，得られた結   

果の解釈は慎重であるべきだが，SCID－Ⅰの質問項目とは別の観点から実態を把接すること   

は有益であると考えられることから，原版のカットオフ得点を基準として比較を試みている。  

注8）表32で示したように，本調査サンプルにおけるFVOD得点の平均値は，男女でほぼ同程   

度の値を示しており，女子の場合，原版のカットオフ得点を用いると，特異度が高くなる反   

面，感度が下がるように働いたものと考えられる。  

注9）ROC曲線とは，受診者動作特性曲線のことを指し，縦軸を真陽性率（＝感度），横軸を偽   

陽性率（＝1一時具慶）としてプロットした曲線である。  

ROC－AUCとは，ROC曲線下の面積を指し，通常，スクリーニングテスト等の診断能の   

評価に用いられる指標の一つである。0．5をチャンスレベルとして，1．0に近いほど精度が高  

いとされる。  
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資料2 DSM－1Vにおける物質依存診断基準と本調査票における質問項目の対応  

臨床的に重大な障害や苦痛を引き起こす物質使用の不適応的な様式で，以下の3つ（ま  

たはそれ以上）が，同じ12か月の期間内のどこかで起こることによって示される。  

間4（4）  

（1）耐性，以下のいずれかによって定義されるもの：  

酎または希望の効果を得るために，著しく増大した量の物質が必  
（a）  

（b）物質の同じ量の持続使用により，著しく効果が減弱  

（2）離脱，以下のいずれかによって定義されるもの：  

鴻る（特異的な物質からの離脱の  

（a）宗宝  

りるために，同じ物質（または，  （b））  サ  

その物質をはじめのつもりより大量に，またはより長い期間，しば  

しば使用する。  

物質使用を中止，または制限しようとする持続的な欲求または努力  
の不成功のあること  

（3）  

（4）  工  

その物質を得るために必要な活動（例：多くの医師を訪れる，長距  

（5）離を運転する），物質使用（例：たて続けに喫煙），または，その作  
用からの回復などに費やされる時間の大きいこと  

オ／カ   

物質の使用のために重要な社会的，職業的または娯楽的活動を放棄，  

または減少させていること  
（6）  

精神的または身体的問題が，その物質によって持続的，または反復  

的に起こり，悪化しているらしいことを知っているにもかかわらず，  

（7）物質使用を続ける（例：コカインによって起こった抑うつを認めてい  

ながら現在もコカインを使用，または，アルコール摂取による潰瘍  

の悪化を認めていながら飲酒を続ける）。  
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資料3 DSM－Ⅳにおける物質乱用診断基準と本調査票における質問項目の対応  

臨床的に著名な障害や苦痛を引き起こす不適応的な物質使用様式で，以下の少  

なくとも1つが，12か月以内に起こることによって示される。  

間4（4）  

物質の反復的な使用の結果，仕事，学校，または家庭の重要な役割  

（1）慧誓言震妄言孟孟宗詣簑と高志深課霊覧讐もチ欝慧り シ  
学になる；育児や家事を無視する）。  

（2）君雷撃雷警告霊量警慧芸ア芸孟夏漂琵讐する（例：物質使用による能 ス  

（3）讐警…慧関連の法律上の問題（例：物質使用に関  
セ／ソ  

持続的，反復的な社会的または対人関係の問題が物質の影響により  

（4）引き起こされたり，悪化したりしているのにもかかわらず，物質使用 夕  

を継続（例：中毒のため起こったことで配偶者と口論，暴力を伴う喧嘩）  

B 症状は，この一群の物質についての物質依存の診断基準を満たしたことはない。  
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資料4 NEO－PトRの3つの下位次元の項目と要約  

各下位次元と質問項目  高得点者の特性低得点者の特性  

傷つきやすさ（Vulnerability）   

どうしようもなくて，その間題を誰かに解決してもらいたいと思うことがよくある。   

自分の身に降りかかってくる問題の大部分を切り抜けられると思う。＊   

ストレスが多いと，自分が「めちゃくちゃ」になるように感じることもある。  

緊急の場合でも冷静なままでいられる。＊  

決心するのが難しいことがよくある。  

危機に直面しても，非常にうまく切りぬけられる。＊   

何もかもうまくいかないように思える時でも，適切な判断をすることができる。＊  

感情がとても安定している。  

すぐ混乱する ・回復力のある  
パニックになる・冷静な  

ストレスを処理・有能な  

できない  ・苦痛に耐える  

刺激希求性（Excitement－Seekin9）   

刺激が欲しくてたまらなくなることがよくある。   

ラス・ベガスのような歓楽街にいっても楽しめない。＊   

時々ハラハラするためだけや，ドキドキするための「刺激」を求めて何かをする。   

恐ろしい映画やこわい映画は見ないようにしている。＊  

活気のある所にいるのが好きだ。   

ジェットコースターに乗った時のような興奮が好きだ。   

明るい色や，派手なスタイルに魅力を感じる。   

スポーツの試合は観衆と一緒に見るのが好きだ。  

・過剰な刺激をさ  

一時的  ける  
強い刺激を求め・注意深い  

る  ・落ち着いた  
危険を冒す  ■スリルを求めな  

い  

コンピテンス（Competence）   

私は常識があり，軽はずみなことをしないと思われている。   

たとえば，真剣に投票するといったような国民の義務をはたしていない。＊   

必要な情報や知識を集め，たいていは賢い判断をする。   

十分に準備できていないので困った立場に立たされることがよくある。＊   

正しい判断ができることが私の自慢だ。  

私は何をしても完全に成功した気になれない。＊  

私は非常に有能だ。   

私は有能で，効率よく仕事をこなす。  

人生上の問題に  

うまく対処で・能力が低く，準  
きると考えて 備不足と思う  
いる。  

注1）下仲ら（1998）を改変   
2）質問項目欄の＊は，逆転項目を指す。   
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